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居宅介護支援 重要事項説明書 
  

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令 38号 4条に基づいて、当事業所が 

説明すべき事項は、次のとおりです｡ 

１． 利用対象の事業所概要 

事業所名称 コープあいち福祉サービス豊橋西 

所在地 愛知県豊橋市牟呂町字松崎 15番地 

指定事業所番号 ２３７２００００３０ 

電話番号 ０５３２－３９－７７５１ 

ＦＡＸ ０５３２－３９－１５５６ 

管理者氏名 平尾 岳大 

サービス提供地域 豊橋市 

 

２． 生活協同組合コープあいちの概要 

名称 生活協同組合コープあいち 

代表者名 代表理事 理事長 森 政広 

法人種別 消費生活協同組合 

主たる事務所 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀 25 番地の 1 

電話番号（代表） ０５２－７０３－１５０１ 

 

３． 事業所の職員体制等（ 2024年 4月 13日現在） 

職種 人員 勤務形態 業務 

管理者 1人 介護支援専門員兼務 業務の統括管理  

介護支援専門員 13人 常勤 12名 非常勤 1名 ケアマネジメント業務 

 

４． 営業日・営業時間 

営業日 年中無休 （ただし、１月１日～１月３日は休業） 

営業時間 ９時～１７時３０分 

備考 特定事業所加算Ⅱ 取得事業所 

２４時間体制を確保し、必要に応じて利用者や家族の相談に対応する 

体制を確保します。 

 

５． 事業の目的・運営方針 
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事業の目的 要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるよう、支援することを目的とします。 

運営方針 (１) 利用者の心身の状況、置かれている環境に応じた適切な保健・医療・福

祉サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるよう配慮しま

す。 

(２) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に

提供されるサービスが偏らないよう、公正中立に行ないます｡ 

(３) 事業の実施に当り、行政や他の指定居宅介護サービス事業者、介護保険

施設との連携を図り、保健・医療・福祉の視点に立ち、総合的なサービス提

供ができるよう配慮します｡ 

(４) 要介護状態の軽減、悪化の防止、医療サービスとの連携に充分配慮しま

す｡ 

(５) 自ら提供する指定居宅介護支援サービスの質の評価を行ない、常に改善

を図るよう努めます。 

(６) ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の

紹介を求めることが可能です。また、当該事業所をケアプランに位置付けた理由

を求めることが可能です。 

 

６． 提供するサービス内容 

種類 内容 

申請援助 
利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定の申請に

必要な協力を行います。 

居宅サービス計画の作成 

利用者及び家族の要望と課題分析に基づき、居宅サービス計画

の原案を作成します。その内容について、利用者及び家族に説

明し、文書による同意を得ます。 

居宅サービス事業者との連

絡調整 

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供できるよう、

事業者との連絡調整を行います。 

情報提供 
利用者が居住する地域のサービス内容、利用料等の情報を適正

に提供します。 

サービス実施状況の把握 

少なくとも月 1回、利用者の居宅を訪問して面接するとともに、

ひと月に 1 回は居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）の結果を記録します。 

給付管理 
居宅サービス計画作成後、その内容に基づいてサービス利用

表・提供表による給付管理を行います。 
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７． 介護支援専門員の交代 

（１）担当介護支援専門員の変更を希望する場合はご連絡ください。 

（２）事業者の都合により、担当介護支援専門員を交代する場合は事前に連絡します。 

 

８． 居宅介護支援の利用料金 

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付され、利用者の負担はありません｡ 

ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に 

応じた料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します｡このサービス提供 

証明書を該当市町村の窓口に提出しますと後日払い戻しを受けられる場合があります｡ 
 

内 容 金 額 

サービス 

利用料 

介護度 1・2         16,662円 

介護度 3・4・5       19,980円 

特定事業所加算Ⅱ、医療介護連携

加算により 5,574 円の加算になり

ます。 

加算項目 

初回加算         3,063円 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 2,552円 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 2,042円     

緊急時等居宅カンファレンス加算      2,042円 

通院時情報連携加算             510円 

ターミナルケアマネジメント加算  4,084円 

退院・退所加算   

・退院退所 Ⅰ1 4,594円 

・退院退所 Ⅰ2 6,126円 

・退院退所 Ⅱ1 6,126円 

・退院退所 Ⅱ2 7,657円 

・退院退所 Ⅲ 9,189円 

交通費 
実施地域を超えた地点から片道で 15㎞ 

未満は 300円 15㎞以上は 500円 

サービス提供地域以外は、 

実費ご負担いただきます。 

 

＊ 全額給付のため、利用者負担はありません。 

※ 地域区分（７級地）1 単位：１０．２１円（端数切捨て） 

９．相談窓口・苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします｡ 

窓口担当者 コープあいち福祉サービス豊橋西   平尾 岳大 

窓口開設時間 ９時～17時 30分 

電話番号 ０５３２－３９―７７５１ 

ＦＡＸ番号 ０５３２－３９―１５５６ 

（２）公的機関窓口 

公的機関名 電話番号 

東三河広域連合 ０５３２－２６－８４７１ 
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愛知県国民健康保険団体連合会 ０５２－９７１－４１６５ 

１０．事故発生時の対応        

（１）家族、主治医などへ連絡を迅速に行ない、適切な対応をします。                   

（２）事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体または財産に損害を及ぼした場

合にはその損害を賠償します。 

（３）コープあいち福祉事業では、（株）アイアンドアイの生協福祉事業に関する総合保障制

度に加入しています。 

 

１１．秘密保持（契約書第１０条参照） 

（１）事業者、居宅介護支援専門員、及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命・身体などに

危険がある場合などの正当な理由無く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

後も同様です｡ 

（２）あらかじめ利用者の書面による同意を得た場合は、前項の規定に関わらず、事業者は、

介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービ

ス等を円滑に、効果的に実施する為に行なうサービス担当者会議等において、必要最低

限の、利用者及びその家族状況等の個人情報を使用します。 

（３）第 1項の規程にかかわらず、事業者は高齢者虐待防止法に定める通報をなすことができ

るものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

１２．第三者評価の実施状況 

  当事業所の提供するサービスの第三者評価はありません。 

 

１３．虐待の防止 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  管理者 平尾 岳大 

（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知徹底 

   を行います。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）虐待防止のための指針を整備し従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を

実施しています。 
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１４．身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の周知徹底を図

ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備すると共に、従業者に対し、研修を実施します。 

 

１５．カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があった際には、サービ

ス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１）大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊厳や人格を傷

つけるような行為） 

（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストー

カー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為。 

 

１６．その他重要事項 

（１）当事業所におきまして、利用者の心身の状態やおかれている環境、医療等の状況に変化

がないか再度確認をし、こうした状況に変化がある場合は、居宅サービス計画を変更 

いたします。直接、居宅サービス事業所との相談による変更はお控えください。 

（２）居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業所に依頼することはお控えくださる

ようお願いいたします。 

（３）従業者に対する贈り物や飲食のもてなしはご遠慮させていただきます。 

（４）入院時には退院に向けた医療との連携の為に、入院先の病院に対して担当する居宅介護

支援事業所名、担当ケアマネジャーの氏名をお伝えください。 
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愛知県 介護事業所検索「介護サービス情報公表システム」 

 

（５）南海トラフ巨大地震への対応、新型コロナ同様の感染症の発生に備え、事業継続、再開

が早期に行えるように事業継続計画（BCP）計画を策定しています。 

 

（６）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、以下について、説明を行うとと

もに、介護サービス情報公表制度において公表します。前６ヶ月間に、ケアプランに位

置付けた以下のサービスの割合をご説明いたします。 

①訪問介護、（地域密着）通所介護、福祉用具貸与の各サービス割合。 

②訪問介護、（地域密着）通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの同一事業者によって提

供されたものの割合。 

 

① 前６ヶ月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、 

福祉用具貸与の各サービスの利用割合は次の通りです。 

 

訪問介護 28.6 ％ 

通所介護 42.6 ％ 

地域密着型通所介護 19.6 ％ 

福祉用具貸与 60.6 ％ 

 

 

② 前６ヶ月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福

祉用具貸与の、各サービス毎の同一事業所によって提供されたものの割合は次の通りです。 

 

訪問介護 コープあいち 56.1％ ｱｰｽｻﾎﾟｰﾄ 11.0％ 虹の森豊橋   5.5％ 

通所介護 コープあいち 10.4％ はた楽でい 8.5％  汐田デイ   8.3％ 

地域密着型通所介護 よしだがた 14.4％ おんぷ 9.6％ 寄り合い    8.9％ 

福祉用具貸与 コープあいち 45.0％ トーカイ 20.5％ フランスベッド 12.1％ 

 

 

１３．介護サービス情報公表について 

 「介護サービス情報公表制度」により事業所の基本データとサービス提供の現状が閲覧でき

ることになりました。下記のホームページより閲覧ください。 

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/23/index/php  

 
検索 
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居宅介護支援 重要事項説明書 
  

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令 38 号「指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準」第 4条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき事項は、次の

とおりです｡ 

 

1. 利用対象の事業所概要 

事業所名称 コープあいち福祉サービス豊橋北 

所在地 愛知県豊橋市朝丘町 132番地 

指定事業所番号 ２３７２００１９５４ 

電話番号 ０５３２－２１－８４８１ 

ＦＡＸ ０５３２－２１－８４８５ 

管理者氏名 安藤 裕子 

サービス提供地域 豊橋市 

 

２．生活協同組合コープあいちの概要 

名称 生活協同組合コープあいち 

代表者名 代表理事 理事長  森 政広 

法人種別 消費生活協同組合 

主たる事務所 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀 25 番地の 1 

電話番号（代表） ０５２－７０３－１５０１ 

 

３．事業所の職員体制等 （２０２４年４月１日現在） 

職種 人員 勤務形態 業務 

管理者 1人 主任介護支援専門員兼務 業務の統括管理 

主任介護支援専門員 ２人以上 常勤３人 ケアマネジメント業務 

介護支援専門員 ３人以上 常勤７人 ケアマネジメント業務 

 

４．営業日・営業時間 

営業日 年中無休（但し 1月 1日～1月 3日は休業） 

営業時間 午前 9時から午後 5時 30分まで 

備考 24時間電話対応を確保し、かつ必要に応じて利用者や家族の相談に 

対応する体制を確保します。 
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５.事業の目的・運営方針 

事業の 

目的 

要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を 

営むことができるよう、支援することを目的とします。 

運営方針 (１) 利用者の心身の状況、置かれている環境に応じた適切な保健・医療・福祉

サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるよう配慮します。 

(２) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提

供されるサービスが偏らないよう、公正中立に行ないます｡ 

(３) 事業の実施に当り、行政や他の指定居宅介護サービス事業者、介護保険施   

設との連携を図り、保健・医療・福祉の視点に立ち、総合的なサービス提供が

できるよう配慮します｡ 

(４) 要介護状態の軽減、悪化の防止、医療サービスとの連携に充分配慮します｡ 

（５）自ら提供する指定居宅介護支援サービスの質の評価を行ない、常に改善を図

るよう努めます。 

（６） ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、利用者から事業者

に対して複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また、当該事業所を

ケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。 

６．提供するサービス内容 

種類 内容 

申請援助 
利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定の申請に

必要な協力を行います。 

居宅サービス計画の作成 

利用者及び家族の要望と課題分析に基づき、居宅サービス計画

の原案を作成します。その内容について、利用者及び家族に説

明し、文書による同意を得ます。 

居宅サービス事業者との連

絡調整 

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供できるよう、

事業者との連絡調整を行います。 

情報提供 
利用者が居住する地域のサービス内容、利用料等の情報を適正

に提供します。 

サービス実施状況の把握 

少なくとも月 1回、利用者の居宅を訪問して面接するとともに、

ひと月に 1 回は居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）の結果を記録します。 

給付管理 
居宅サービス計画作成後、その内容に基づいてサービス利用

表・提供表による給付管理を行います。 

７.介護支援専門員の交代 

（１）担当介護支援専門員の変更を希望する場合は、ご連絡ください。 

（２）事業者の都合により担当介護支援専門員を交代する場合は、事前に連絡します。 
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８.居宅介護支援の利用料金 

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付され、利用者の負担はありません｡ 

ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に

応じた料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します｡このサービス提供証

明書を該当市町村の窓口に提出しますと後日払い戻しを受けられる場合があります｡ 

内 容 金 額 説    明 

サービス 

利用料 

 

介護度 １・２      17,663円 

介護度 3・4・5     20,981円 

 

特定事業所加算Ⅰ、特定事業所医

療介護連携加算により、6,575円の

加算になります。 

 

※退院退所加算詳細 

カンファレンスなしの場合 

・退院退所Ⅰ1  4,594円 

・退院退所Ⅱ1  6,126円 

カンファレンスありの場合 

・退院退所Ⅰ2  6,126円 

・退院退所Ⅱ2  7,657円 

・退院退所Ⅲ   9,189円 

※ローマ数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは退院に向け

ての病院と連携した回数を表してい

ます。（例：Ⅱ＝２回連携） 

加算項目 初回加算            3,063円

入院時情報連携加算Ⅰ      2,552円 

入院時情報連携加算Ⅱ      2,042円 

退院・退所加算Ⅰ1、Ⅱ1、Ⅰ2、Ⅱ2、Ⅲ 

(金額は※退院退所加算詳細を参照。)  

緊急時等居宅カンファレンス加算 

  2,042円 

ターミナルケアマネジメント加算 

                       4,084円 

通院時情報連携加算        510円 

交通費 実施地域を超えた地点から、片道 15 ㎞

未満は 300円、15㎞以上は 500円 

サービス提供地域以外は、実費を

ご負担いただきます。 

※ 全額給付のため、利用者負担はありません。 

※ 地域区分（７級地）１単位：１０．２１円（端数切捨て） 

９．相談窓口・苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします｡ 

窓口担当者 コープあいち福祉サービス豊橋北   安藤裕子 

窓口開設時間 ９時～17時 30分 

電話番号 ０５３２-２１-８４８１ 

ＦＡＸ番号 ０５３２-２１-８４８５ 

（２）公的機関窓口 

公的機関名 電話番号 

東三河広域連合介護保険課 ０５３２-２６-８４７１ 

愛知県国民健康保険団体連合会 ０５２-９７１-４１６５ 
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１０．事故発生時の対応        

（１）家族、主治医などへ連絡を迅速に行い、適切な対応をします。                   

（２）事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体または財産に損害を及ぼした場

合にはその損害を賠償します。 

（３）コープあいち福祉事業では、（株）アイアンドアイの生協福祉事業に関する総合保障制

度に加入しています。 

 

１１．秘密保持（契約書第１０条参照） 

（１）事業者、居宅介護支援専門員、及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命・身体などに

危険がある場合などの正当な理由無く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

後も同様です｡ 

（２）あらかじめ利用者の書面による同意を得た場合は、前項の規定に関わらず、事業者は、

介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービ

ス等を円滑に、効果的に実施する為に行なうサービス担当者会議等において、必要最低

限の利用者及びその家族状況等の個人情報を使用します。 

（３）第 1項の規程にかかわらず、事業者は高齢者虐待防止法に定める通報をなすことができ

るものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

１２．第三者評価の実施状況 

  当事業所の提供するサービスの第三者評価はありません。 

 

１３．虐待の防止 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  管理者  安藤裕子 

（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知徹底 

   を行います。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）虐待防止のための指針を整備し従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を

実施しています。 
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１４．身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の周知徹底を図

ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備すると共に、従業者に対し、研修を実施します。 

 

１５．カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があった際には、

サービス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１）大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊厳や人格を傷

つけるような行為） 

（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストー

カー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為。 

 

１６．その他重要事項 

（１）当事業所におきまして、利用者の心身の状態やおかれている環境、医療等の状況に変化

がないか再度確認をし、こうした状況に変化がある場合は、居宅サービス計画を変更い

たします。直接、居宅サービス事業所との相談による変更はお控えください。 

（２）居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業所に依頼することはお控えくださる

ようお願いいたします。 

（３）従業者に対する贈り物や飲食のもてなしはご遠慮させていただきます。 

（４）入院時には退院に向けた医療との連携の為に、入院先の病院に対して担当する居宅介護

支援事業所名、担当ケアマネジャーの氏名を伝えていただくようお願いいたします。 

（５）南海トラフ巨大地震への対応、新型コロナ同様の感染症の発生に備え、事業継続、再開

が早期に行えるように事業継続計画（BCP）計画を策定しています。 
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（６）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、当事業所のケアプランの訪問介

護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況の説明を行います。 

① 前６か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福

祉用具貸与の利用割合は次の通りです。 

訪問介護 30.2 ％ 

通所介護 37.8 ％ 

地域密着型通所介護 24.9 ％  

福祉用具貸与 75.7％ 

 

 

② 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の各サービスの、同一事業者によって提供された割合の上位 3 位は次の通り

です。 

 

訪問介護 コープあいち 

  

37.0％ 

ヘルパーステーション花桃 

 

14.9％ 

ヘルパーステーション 

アイリス 

10.1％ 

通所介護 コープあいち 

デイサービス新川 

１3.4％ 

デイリハビリセンター整友

会デイサービス 

11.9％ 

ゆかいな仲間ひより 

 

9.7% 

地域密着型通所介護 デイサービスセンター花桃 

 

１7.6％ 

セリジェ 

 

１6.9％ 

いるかの家 

  

１5.9％ 

福祉用具貸与 コープあいち 

 

44.5％ 

株式会社トーカイ 

 

1７.2％ 

有限会社シルバーアテンダ 

 

12.5％ 

※前 6か月は 2023年 9月～2024年 2月となります。 
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１７．介護サービス情報公表について 

 「介護サービス情報公表制度」により事業所の基本データとサービス提供の現状が閲覧でき

ることになりました。下記のホームページより閲覧ください。 

 

 

 

 

サービス契約にあたり、重要事項説明書の説明をしました。 

説明日 年   月   日 

 住所         愛知県豊橋市朝丘町 132番地 

事業所名 コープあいち福祉サービス豊橋北 

説明者                      印 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支援サービスの提供

開始に同意しました。 

利用者 

説明日       年     月      日 

住 所  

氏 名                      印 

ご家族 

説明日       年      月     日 

住 所  

氏 名                      印 

利用者様との続柄  

代理人 

説明日       年      月     日 

住 所  

氏 名                      印 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/23/index/php 

介護サービス情報公表システム 検索 
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居宅介護支援 重要事項説明書 
  

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令 38 号「指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準」第 4条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき事項は、次の

とおりです｡ 

 

１． 利用対象の事業所概要 

事業所名称 コープあいち福祉サービス豊川居宅 

所在地 愛知県豊川市西塚町 2丁目 6番地 

指定事業所番号 ２３７２６００４７４ 

電話番号 ０５３３―８５－４６８６ 

ＦＡＸ ０５３３－８５－７２１０ 

管理者氏名 高和 節子 

担当介護支援専門員  

サービス提供地域 豊川市 

 

２． 生活協同組合コープあいちの概要 

名称 生活協同組合コープあいち 

代表者名 代表理事 理事長  森 政広 

法人種別 消費生活協同組合 

主たる事務所 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀 25 番地の 1 

電話番号（代表） ０５２－７０３－１５０１ 

 

３． 事業所の職員体制等 （２０１９年２月４日現在） 

職種 人員 勤務形態 業務 

管理者 1人 常勤（介護支援専門員を兼務） 業務の統括管理 

介護支援専門員 ５人以上 常勤４非常勤１ ケアマネジメント業務 

 

４． 営業日・営業時間 

営業日 月曜日から土曜日（日曜日休み）但し、12月 30日～1月 3日を除く 

営業時間 午前 9時から 17時 30分（転送電話にて 24時間対応致します） 

備考 特定事業所加算Ⅱ 取得事業所 24時間体制を確保し、必要に応じて 

利用者や家族の相談に対応する体制を確保します。 
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５． 事業の目的・運営方針 

事業の目

的 

要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、支援することを目的とします。 

運営方針 (１) 利用者の心身の状況、置かれている環境に応じた適切な保健・医療・福祉

サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるよう配慮します。 

(２) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提

供されるサービスが偏らないよう、公正中立に行ないます｡ 

(３) 事業の実施に当り、行政や他の指定居宅介護サービス事業者、介護保険施   

設との連携を図り、保健・医療・福祉の視点に立ち、総合的なサービス提供が

できるよう配慮します｡ 

(４) 要介護状態の軽減、悪化の防止、医療サービスとの連携に充分配慮します｡ 

（５）自ら提供する指定居宅介護支援サービスの質の評価を行ない、常に改善を図

るよう努めます。 

（６） ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、利用者から事業者

に対して複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また、当該事業所を

ケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。 

６． 提供するサービス内容 

種類 内容 

申請援助 
利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定の申請に

必要な協力を行います。 

居宅サービス計画の作成 

利用者及び家族の要望と課題分析に基づき、居宅サービス計画

の原案を作成します。その内容について、利用者及び家族に説

明し、文書による同意を得ます。 

居宅サービス事業者との連

絡調整 

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供できるよう、

事業者との連絡調整を行います。 

情報提供 
利用者が居住する地域のサービス内容、利用料等の情報を適正

に提供します。 

サービス実施状況の把握 

少なくとも月 1回、利用者の居宅を訪問して面接するとともに、

ひと月に 1 回は居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）の結果を記録します。 

給付管理 
居宅サービス計画作成後、その内容に基づいてサービス利用

表・提供表による給付管理を行います。 

７． 介護支援専門員の交代 

（１）担当介護支援専門員の変更を希望する場合は、ご連絡ください。 

（２）事業者の都合により担当介護支援専門員を交代する場合は、事前に連絡します。 
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８． 居宅介護支援の利用料金 

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付され、利用者の負担はありません｡ 

ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に

応じた料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します｡このサービス提供証

明書を該当市町村の窓口に提出しますと後日払い戻しを受けられる場合があります｡ 

内 容 金 額 説    明 

サービス 

利用料 

 

 

介護度 １・２      15.386円 

介護度 3・4・5     18.704円 

サービス利用料には①居宅介護支

援費、②特定事業所加算が含まれ

ています。 

※退院退所加算詳細 

カンファレンスなしの場合 

・退院退所Ⅰｲ  4,594円 

・退院退所Ⅱｲ  6,126円 

カンファレンスありの場合 

・退院退所Ⅰﾛ  6,126円 

・退院退所Ⅱﾛ  7.657円 

・退院退所Ⅲ   9,189円 

※ローマ数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは退院に向け

ての病院と連携した回数を表してい

ます。（例：Ⅱ＝２回連携） 

加算項目 初回加算            3,063円

入院時情報連携加算Ⅰ      2,552円 

入院時情報連携加算Ⅱ      2,042円 

退院・退所加算Ⅰｲ、Ⅱｲ、Ⅰﾛ、Ⅱﾛ、Ⅲ 

(金額は※退院退所加算詳細を参照。)  

緊急時等居宅カンファレンス加算 

  2,042円 

ターミナルケアマネジメント加算 

                       4,084円 

通院時情報連携加算       510円 

交通費 無料 サービス提供地域以外は、実費を

ご負担いただきます。 

※ 上記金額は所定の単位数に地域区分（7 級地）1 単位：１0.21 円（端数切捨て）で計算しています。 

 

９．相談窓口・苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします｡ 

窓口担当者 高和 節子 

窓口開設時間 ９時～17時 30分 以降は転送されます。 

電話番号 ０５３３-８５-４６８６ 

ＦＡＸ番号 ０５３３-８５-７２１０ 

（２）公的機関窓口 

公的機関名 電話番号 

愛知県国民健康保険団体連合会 ０５２-９７１－４１６５ 

東三河広域連合 ０５３２-２６-８４７１ 
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１０．事故発生時の対応        

（１）家族、主治医などへ連絡を迅速に行い、適切な対応をします。                   

（２）事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体または財産に損害を及ぼした場

合にはその損害を賠償します。 

（３）コープあいち福祉事業では、（株）アイアンドアイの生協福祉事業に関する総合保障制

度に加入しています。 

 

１１．秘密保持（契約書第１０条参照） 

（１）事業者、居宅介護支援専門員、及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命・身体などに

危険がある場合などの正当な理由無く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

後も同様です｡ 

（２）あらかじめ利用者の書面による同意を得た場合は、前項の規定に関わらず、事業者は、

介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービ

ス等を円滑に、効果的に実施する為に行なうサービス担当者会議等において、必要最低

限の利用者及びその家族状況等の個人情報を使用します。 

（３）第 1項の規程にかかわらず、事業者は高齢者虐待防止法に定める通報をなすことができ

るものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

１２．第三者評価の実施状況 

  当事業所の提供するサービスの第三者評価はありません。 

 

１３．虐待の防止 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  管理者 高和 節子 

（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知徹底 

   を行います。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）虐待防止のための指針を整備し従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を

実施しています。 
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１４．身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の周知徹底を図

ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備すると共に、従業者に対し、研修を実施します。 

 

１５．カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があった際には、

サービス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１）大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊厳や人格を傷

つけるような行為） 

（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストー

カー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為。 

 

１６．その他重要事項 

（１）当事業所におきまして、利用者の心身の状態やおかれている環境、医療等の状況に変化

がないか再度確認をし、こうした状況に変化がある場合は、居宅サービス計画を変更い

たします。直接、居宅サービス事業所との相談による変更はお控えください。 

（２）居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業所に依頼することはお控えくださる

ようお願いいたします。 

（３）従業者に対する贈り物や飲食のもてなしはご遠慮させていただきます。 

（４）入院時には退院に向けた医療との連携の為に、入院先の病院に対して担当する居宅介護

支援事業所名、担当ケアマネジャーの氏名を伝えていただくようお願いいたします。 

（５）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、当事業所のケアプランの訪問介

護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況の説明を行います。 
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（６）南海トラフ巨大地震への対応、新型コロナ同様の感染症の発生に備え、事業継続、再開

が早期に行えるように事業継続計画（BCP）計画を策定しています。 

① 前６か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福

祉用具貸与の利用割合は次の通りです。 

訪問介護 ２９．４％ 

通所介護 ４１．７％ 

地域密着型通所介護 １９．４％  

福祉用具貸与 ５０．６％ 

② 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の各サービスの、同一事業者によって提供された割合の上位 3 位は次の通り

です。 

訪問介護 ・コープあいち 

福祉サービス豊川  

３９．９％ 

・インクオリア 

 

１４．９％ 

・ライフガーデン 

 

１０．５％ 

通所介護 ・デイサービスさつき

の湯 

１０.０％ 

・デイサービスかえで 

 

９.５％ 

・ビーフｲット豊川 

 

９.５% 

地域密着型通所介護 ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽさくら屋 

 

２４．０％ 

・デイサービス四ツ谷 

 

２２．１％ 

・ふくらはぎ健康タオ 

 

１１．３％ 

福祉用具貸与 ・コープあいち 

福祉用具豊橋 

５２.０％ 

・トーカイ豊川 

 

１８．０％ 

・エコワークス 

 

８．０％ 

 

１６．介護サービス情報公表について 

 「介護サービス情報公表制度」により事業所の基本データとサービス提供の現状が閲覧でき

ることになりました。下記のホームページより閲覧ください。 

 

 

サービス契約にあたり、重要事項説明書の説明をしました。 

 

 

 

 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/   

介護サービス情報公表システム 検索 
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居宅介護支援 重要事項説明書 
  

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令 38 号「指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準」第 4条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき事項は、次の

とおりです｡ 

 

１． 利用対象の事業所概要 

事業所名称 コープあいち福祉サービス新城 

所在地 愛知県新城市西新町 12番地 1 

指定事業所番号 ２３７４０００２７７ 

電話番号 ０５３６-２４-１８１１ 

ＦＡＸ ０５３６-２４-１８５５ 

管理者氏名 田村 陽子  

担当介護支援専門員  

サービス提供地域 新城市ただし、旧作手村と旧鳳来町の一部を除く。旧鳳来町の通常の

事業の実施地域は次の地域とする：長篠、乗本、富栄、大野、富保、

横川、門谷、玖老勢。 

 

２． 生活協同組合コープあいちの概要 

名称 生活協同組合コープあいち 

代表者名 代表理事 理事長  森 政広 

法人種別 消費生活協同組合 

主たる事務所 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀 25 番地の 1 

電話番号（代表） ０５２－７０３－１５０１ 

 

３． 事業所の職員体制等 （２０２４年 4月１日現在） 

職種 人員 勤務形態 業務 

管理者 1人 常勤（介護支援専門員を兼務） 業務の統括管理 

介護支援専門員 3人 （うち 1名管理者と兼務） ケアマネジメント業務 

 

４． 営業日・営業時間 

営業日 月曜日から土曜日（日曜日休み） 

但し、12月 30日～1月 3日を除く 
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営業時間 午前 9時から午後 5時 30分まで 

備考 24時間電話対応 

５． 事業の目的・運営方針 

事業の目

的 

要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、支援することを目的とします。 

運営方針 (１) 利用者の心身の状況、置かれている環境に応じた適切な保健・医療・福祉

サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるよう配慮します。 

(２) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提

供されるサービスが偏らないよう、公正中立に行ないます｡ 

(３) 事業の実施に当り、行政や他の指定居宅介護サービス事業者、介護保険施   

設との連携を図り、保健・医療・福祉の視点に立ち、総合的なサービス提供が

できるよう配慮します｡ 

(４) 要介護状態の軽減、悪化の防止、医療サービスとの連携に充分配慮します｡ 

（５）自ら提供する指定居宅介護支援サービスの質の評価を行ない、常に改善を図

るよう努めます。 

（６） ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、利用者から事業者

に対して複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また、当該事業所を

ケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。 

６． 提供するサービス内容 

種類 内容 

申請援助 
利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定の申請に

必要な協力を行います。 

居宅サービス計画の作成 

利用者及び家族の要望と課題分析に基づき、居宅サービス計画

の原案を作成します。その内容について、利用者及び家族に説

明し、文書による同意を得ます。 

居宅サービス事業者との連

絡調整 

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供できるよう、

事業者との連絡調整を行います。 

情報提供 
利用者が居住する地域のサービス内容、利用料等の情報を適正

に提供します。 

サービス実施状況の把握 

少なくとも月 1回、利用者の居宅を訪問して面接するとともに、

ひと月に 1 回は居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）の結果を記録します。 

給付管理 
居宅サービス計画作成後、その内容に基づいてサービス利用

表・提供表による給付管理を行います。 
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７． 介護支援専門員の交代 

（１）担当介護支援専門員の変更を希望する場合は、ご連絡ください。 

（２）事業者の都合により担当介護支援専門員を交代する場合は、事前に連絡します。 

８． 居宅介護支援の利用料金 

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付され、利用者の負担はありません｡ 

ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に

応じた料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します｡このサービス提供証

明書を該当市町村の窓口に提出しますと後日払い戻しを受けられる場合があります｡ 

内 容 金 額 説    明 

サービス 

利用料 

 

特定事業所加算Ⅲ 

介護度 １・２      14,385円 

介護度 3・4・5     17,703円 

サービス利用料には①居宅介護支

援費、②特定事業所加算が含まれ

ています。 

※退院退所加算詳細 

カンファレンスなしの場合 

・退院退所Ⅰ1  4,594円 

・退院退所Ⅱ1  6,126円 

カンファレンスありの場合 

・退院退所Ⅰ2  6,126円 

・退院退所Ⅱ2  7,657円 

・退院退所Ⅲ   9,189円 

※ローマ数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは退院に向け

ての病院と連携した回数を表してい

ます。（例：Ⅱ＝２回連携） 

加算項目 初回加算            3,063円

入院時情報連携加算Ⅰ      2,552円 

入院時情報連携加算Ⅱ      2,042円 

退院・退所加算Ⅰ1、Ⅱ1、Ⅰ2、Ⅱ2、Ⅲ 

(金額は※退院退所加算詳細を参照。)  

緊急時等居宅カンファレンス加算 

  2,042円 

ターミナルケアマネジメント加算 

                       4,084円 

通院時情報連携加算       510円 

※ 上記金額は所定の単位数に地域区分（7 級地）1 単位：１0．21 円（端数切捨て）で計算しています。 

９．相談窓口・苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします｡ 

窓口担当者 コープあいち福祉サービス新城 田村 陽子 

窓口開設時間 ９時～17時 30分 以降は転送されます 

電話番号 ０５３６-２４-１８１１ 

ＦＡＸ番号 ０５３６-２４-１８５５ 

（２）公的機関窓口 

公的機関名 電話番号 

東三河広域連合 介護保険課 ０５３２-２６-８４７１ 

愛知県国民健康保険団体連合会 ０５２-９７１－４１６５ 
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１０．事故発生時の対応        

（１）家族、主治医などへ連絡を迅速に行い、適切な対応をします。                   

（２）事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体または財産に損害を及ぼした場

合にはその損害を賠償します。 

（３）コープあいち福祉事業では、（株）アイアンドアイの生協福祉事業に関する総合保障制

度に加入しています。 

 

１１．秘密保持（契約書第１０条参照） 

（１）事業者、居宅介護支援専門員、及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命・身体などに

危険がある場合などの正当な理由無く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

後も同様です｡ 

（２）あらかじめ利用者の書面による同意を得た場合は、前項の規定に関わらず、事業者は、

介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービ

ス等を円滑に、効果的に実施する為に行なうサービス担当者会議等において、必要最低

限の利用者及びその家族状況等の個人情報を使用します。 

（３）第 1項の規程にかかわらず、事業者は高齢者虐待防止法に定める通報をなすことができ

るものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

１２．第三者評価の実施状況 

  当事業所の提供するサービスの第三者評価はありません。 

 

１３．虐待の防止 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  管理者 田村 陽子 

（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知徹底 

   を行います。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）虐待防止のための指針を整備し従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を

実施しています。 
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１４．身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の周知徹底を図

ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備すると共に、従業者に対し、研修を実施します。 

 

１５．カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があった際には、

サービス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１）大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊厳や人格を傷

つけるような行為） 

（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストー

カー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為。 

 

１６．その他重要事項 

（１）当事業所におきまして、利用者の心身の状態やおかれている環境、医療等の状況に変化

がないか再度確認をし、こうした状況に変化がある場合は、居宅サービス計画を変更い

たします。直接、居宅サービス事業所との相談による変更はお控えください。 

（２）居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業所に依頼することはお控えくださる

ようお願いいたします。 

（３）従業者に対する贈り物や飲食のもてなしはご遠慮させていただきます。 

（４）入院時には退院に向けた医療との連携の為に、入院先の病院に対して担当する居宅介護

支援事業所名、担当ケアマネジャーの氏名を伝えていただくようお願いいたします。 

（５）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、当事業所のケアプランの訪問介

護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況の説明を行います。 
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（７）南海トラフ巨大地震への対応、新型コロナ同様の感染症の発生に備え、事業継続、再開

が早期に行えるように事業継続計画（BCP）計画を策定しています。 

 

１６．介護サービス情報公表について 

 「介護サービス情報公表制度」により事業所の基本データとサービス提供の現状が閲覧でき

ることになりました。下記のホームページより閲覧ください。 

 

 

 

 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/   

介護サービス情報公表システム 検索 
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居宅介護支援 重要事項説明書 
  

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令 38 号「指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準」第 4条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき事項は、次の

とおりです｡ 

 

１． 利用対象の事業所概要 

事業所名称 コープあいち福祉サービスひな居宅 

所在地 岡崎市日名南町 20番地 3 

指定事業所番号 ２３７２１０４３１１ 

電話番号 ０５６４－６６－０４１０ 

ＦＡＸ ０５６４－６６－０７３２ 

管理者氏名 久木野宏隆 

担当介護支援専門員  

サービス提供地域 岡崎市 

 

２． 生活協同組合コープあいちの概要 

名称 生活協同組合コープあいち 

代表者名 代表理事 理事長  森 政広 

法人種別 消費生活協同組合 

主たる事務所 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀 25 番地の 1 

電話番号（代表） ０５２－７０３－１５０１ 

 

３． 事業所の職員体制等 （2024年 8月１日現在） 

職種 人員 勤務形態 業務 

管理者 1人 常勤（介護支援専門員を兼務） 業務の統括管理 

介護支援専門員 5人 常勤 4人、非常勤１人 ケアマネジメント業務 

 

４． 営業日・営業時間 

営業日 月曜日から土曜日（日曜日休み） 

但し 12月 29日～1月 3日までを除く 

営業時間 午前 9時から午後 5時 30分まで 

備考 特定事業所加算Ⅱ 取得事業所 
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24時間体制を確保し、必要に応じて利用者や家族の相談に対応する体制

を確保しています。 

５． 事業の目的・運営方針 

事業の目

的 

要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、支援することを目的とします。 

運営方針 (１) 利用者の心身の状況、置かれている環境に応じた適切な保健・医療・福祉

サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるよう配慮します。 

(２) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提

供されるサービスが偏らないよう、公正中立に行ないます｡ 

(３) 事業の実施に当り、行政や他の指定居宅介護サービス事業者、介護保険施   

設との連携を図り、保健・医療・福祉の視点に立ち、総合的なサービス提供が

できるよう配慮します｡ 

(４) 要介護状態の軽減、悪化の防止、医療サービスとの連携に充分配慮します｡ 

（５）自ら提供する指定居宅介護支援サービスの質の評価を行ない、常に改善を図

るよう努めます。 

（６） ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、利用者から事業者

に対して複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また、当該事業所を

ケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。 

６． 提供するサービス内容 

種類 内容 

申請援助 
利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定の申請に

必要な協力を行います。 

居宅サービス計画の作成 

利用者及び家族の要望と課題分析に基づき、居宅サービス計画

の原案を作成します。その内容について、利用者及び家族に説

明し、文書による同意を得ます。 

居宅サービス事業者との連

絡調整 

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供できるよう、

事業者との連絡調整を行います。 

情報提供 
利用者が居住する地域のサービス内容、利用料等の情報を適正

に提供します。 

サービス実施状況の把握 

少なくとも月 1回、利用者の居宅を訪問して面接するとともに、

ひと月に 1 回は居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）の結果を記録します。 

給付管理 
居宅サービス計画作成後、その内容に基づいてサービス利用

票・提供票による給付管理を行います。 
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７． 介護支援専門員の交代 

（１）担当介護支援専門員の変更を希望する場合は、ご連絡ください。 

（２）事業者の都合により担当介護支援専門員を交代する場合は、事前に連絡します。 

８． 居宅介護支援の利用料金 

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付され、利用者の負担はありません｡ 

ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に

応じた料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します｡このサービス提供証

明書を該当市町村の窓口に提出しますと後日払い戻しを受けられる場合があります｡ 

内 容 金 額 説    明 

サービス 

利用料 

 

介護度 １・２  15,702円 

介護度 3・4・5  19,089円 

サービス利用料には①居宅介護支

援費、②特定事業所加算が含まれ

ています。 

特定事業所加算Ⅱにより 4,386円 

加算になります。 

※退院退所加算詳細 

カンファレンスなしの場合 

・退院退所Ⅰ1  4,689円 

・退院退所Ⅱ1  6,252円 

カンファレンスありの場合 

・退院退所Ⅰ2  6,252円 

・退院退所Ⅱ2  7,815円 

・退院退所Ⅲ   9,378円 

※ローマ数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは退院に向け

ての病院と連携した回数を表してい

ます。（例：Ⅱ＝２回連携） 

加算項目 初回加算           3,126 円

入院時情報連携加算Ⅰ      2,605円 

入院時情報連携加算Ⅱ      2,084円  

緊急時等居宅カンファレンス加算 

  2,084円 

ターミナルケアマネジメント加算 

                       4,168円 

通院時情報連携加算       521円 

交通費 無料 提供地域を越えた地点から、片道 

１５キロメートル未満は３００円 

１５キロメートル以上は５００円 

＊ 全額給付のため、利用者負担はありません。地域区分（６級地）１０．４２円（端数切捨て） 

９．相談窓口・苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします｡ 

窓口担当者 久木野 宏隆 

窓口開設時間 ９時～17時 30分 以降は、転送されます。 

電話番号 ０５６４－６６－０４１０ 

ＦＡＸ番号 ０５６４－６６－０７３２ 



9 

 

（２）公的機関窓口 

公的機関名 電話番号 

愛知県国民健康保険団体連合会 ０５２-９７１－４１６５ 

岡崎市役所 介護保険課担当窓口 ０５６４－２３－６６８２ 

１０．事故発生時の対応        

（１）家族、主治医などへ連絡を迅速に行い、適切な対応をします。                   

（２）事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体または財産に損害を及ぼした場

合にはその損害を賠償します。 

（３）コープあいち福祉事業では、（株）アイアンドアイの生協福祉事業に関する総合保障制

度に加入しています。 

 

１１．秘密保持（契約書第１０条参照） 

（１）事業者、居宅介護支援専門員、及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命・身体などに

危険がある場合などの正当な理由無く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

後も同様です｡ 

（２）あらかじめ利用者の書面による同意を得た場合は、前項の規定に関わらず、事業者は、

介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービ

ス等を円滑に、効果的に実施する為に行なうサービス担当者会議等において、必要最低

限の利用者及びその家族状況等の個人情報を使用します。 

（３）第 1項の規程にかかわらず、事業者は高齢者虐待防止法に定める通報をなすことができ

るものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

１２．第三者評価の実施状況 

  当事業所の提供するサービスの第三者評価はありません。 

 

１３．虐待の防止 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  管理者 久木野 宏隆 

（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知徹底 

   を行います。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 
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（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）虐待防止のための指針を整備し従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を

実施しています。 

 

１４．身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の周知徹底を図

ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備すると共に、従業者に対し、研修を実施します。 

 

１５．カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があった際には、

サービス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１）大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊厳や人格を傷

つけるような行為） 

（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストー

カー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為。 

 

16．その他重要事項 

（１）当事業所におきまして、利用者の心身の状態やおかれている環境、医療等の状況に変化

がないか再度確認をし、こうした状況に変化がある場合は、居宅サービス計画を変更い

たします。直接、居宅サービス事業所との相談による変更はお控えください。 

（２）居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業所に依頼することはお控えくださる

ようお願いいたします。 

（３）従業者に対する贈り物や飲食のもてなしはご遠慮させていただきます。 
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（４）入院時には退院に向けた医療との連携の為に、入院先の病院に対して担当する居宅介護

支援事業所名、担当ケアマネジャーの氏名を伝えていただくようお願いいたします。 

（５）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、当事業所のケアプランの訪問介

護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況の説明を行います。 

 

① 前６か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福

祉用具貸与の利用割合は次の通りです。 

訪問介護 34.9％ 

通所介護 34.7％ 

地域密着型通所介護 27.4％ 

福祉用具貸与 67.3％ 

 

② 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の各サービスの、同一事業者によって提供された割合の上位 3 位は次の通り

です。 

③  

訪問介護 コープあいち福祉サー

ビスひな 51％ 

KOPだいわ 9.6％ シルバーネット 9.2％ 

通所介護 ツクイ岡崎大樹寺

26.2％ 

ケアパートナー岡崎

14.0％ 

デイサービス虹 10.5％ 

地域密着型通所介護 コープあいちデイサー

ビスひな 25.6％ 

あずま家アップ 19.4％ デイサービスはなのき岡崎

北店 10.0％ 

福祉用具貸与 コープあいち福祉用

具・岡崎 28.1％ 

（株）ナンブ 11.8％ 東海エイド岡崎 11.8％ 

（６）南海トラフ巨大地震への対応、新型コロナ同様の感染症の発生に備え、事業継続、再開

が早期に行えるように事業継続計画（BCP）計画を策定しています。 

 

１６．介護サービス情報公表について 

 「介護サービス情報公表制度」により事業所の基本データとサービス提供の現状が閲覧でき

ることになりました。下記のホームページより閲覧ください。 

 

 

 

 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/   

介護サービス情報公表システム 検索 
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居宅介護支援 重要事項説明書 
  

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令 38 号「指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準」第 4条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき事項は、次の

とおりです｡ 

 

１． 利用対象の事業所概要 

事業所名称 コープあいち福祉サービス安城 

所在地 愛知県安城市大役田３４＾１９ 

指定事業所番号 ２３７２１００３４２ 

電話番号 ０５６6－95－5321 

ＦＡＸ ０５６6－99－1170 

管理者氏名  竹尾 晃史 

担当介護支援専門員  

サービス提供地域 安城市、西尾市 碧南市 知立市 刈谷市 

 

２． 生活協同組合コープあいちの概要 

名称 生活協同組合コープあいち 

代表者名 代表理事 理事長  森 政広 

法人種別 消費生活協同組合 

主たる事務所 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀 25 番地の 1 

電話番号（代表） ０５２－７０３－１５０１ 

 

３． 事業所の職員体制等 （２０２４年９月１日現在） 

職種 人員 勤務形態 業務 

管理者 1人 常勤（介護支援専門員を兼務） 業務の統括管理 

介護支援専門員 4人 （うち 1名管理者と兼務） ケアマネジメント業務 

 

４． 営業日・営業時間 

営業日 月曜日から土曜日（日曜日休み） 

但し 12月 29日～1月 3日までを除く 

営業時間 午前 9時から午後 5時 30分まで 

備考 24時間電話対応 
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５． 事業の目的・運営方針 

事業の目

的 

要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、支援することを目的とします。 

運営方針 (１) 利用者の心身の状況、置かれている環境に応じた適切な保健・医療・福祉

サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるよう配慮します。 

(２) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提

供されるサービスが偏らないよう、公正中立に行ないます｡ 

(３) 事業の実施に当り、行政や他の指定居宅介護サービス事業者、介護保険施   

設との連携を図り、保健・医療・福祉の視点に立ち、総合的なサービス提供が

できるよう配慮します｡ 

(４) 要介護状態の軽減、悪化の防止、医療サービスとの連携に充分配慮します｡ 

（５）自ら提供する指定居宅介護支援サービスの質の評価を行ない、常に改善を図

るよう努めます。 

（６） ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、利用者から事業者

に対して複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また、当該事業所を

ケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。 

６． 提供するサービス内容 

種類 内容 

申請援助 
利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定の申請に

必要な協力を行います。 

居宅サービス計画の作成 

利用者及び家族の要望と課題分析に基づき、居宅サービス計画

の原案を作成します。その内容について、利用者及び家族に説

明し、文書による同意を得ます。 

居宅サービス事業者との連

絡調整 

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供できるよう、

事業者との連絡調整を行います。 

情報提供 
利用者が居住する地域のサービス内容、利用料等の情報を適正

に提供します。 

サービス実施状況の把握 

少なくとも月 1回、利用者の居宅を訪問して面接するとともに、

ひと月に 1 回は居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）の結果を記録します。 

給付管理 
居宅サービス計画作成後、その内容に基づいてサービス利用

表・提供表による給付管理を行います。 

７． 介護支援専門員の交代 

（１）担当介護支援専門員の変更を希望する場合は、ご連絡ください。 

（２）事業者の都合により担当介護支援専門員を交代する場合は、事前に連絡します。 
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８． 居宅介護支援の利用料金 

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付され、利用者の負担はありません｡ 

ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に

応じた料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します｡このサービス提供証

明書を該当市町村の窓口に提出しますと後日払い戻しを受けられる場合があります｡ 

内 容 金 額 説    明 

サービス 

利用料 

 

介護度 １・２       14,681円 

介護度３・４・５    15,702円 

サービス利用料には①居宅介護支

援費、②特定事業所加算が含まれ

ています。 

※退院退所加算詳細 

カンファレンスなしの場合 

・退院退所Ⅰ1  4,689円 

・退院退所Ⅱ1  6,252円 

カンファレンスありの場合 

・退院退所Ⅰ2  6,252円 

・退院退所Ⅱ2  7,815円 

・退院退所Ⅲ   9,378円 

※ローマ数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは退院に向け

ての病院と連携した回数を表してい

ます。（例：Ⅱ＝２回連携） 

加算項目 初回加算            3,126円

入院時情報連携加算Ⅰ      2,605円 

入院時情報連携加算Ⅱ      2,084円 

退院・退所加算Ⅰ1、Ⅱ1、Ⅰ2、Ⅱ2、Ⅲ 

(金額は※退院退所加算詳細を参照。)  

緊急時等居宅カンファレンス加算 

  2,084円 

ターミナルケアマネジメント加算 

                       4,168円 

通院時情報連携加算       521円 

交通費 無料 サービス提供地域以外は、実費を

ご負担いただきます。 

※ 上記金額は所定の単位数に地域区分（６級地）1 単位：10.42 円（端数切捨て）で計算しています。 

 

９．相談窓口・苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします｡ 

窓口担当者 竹尾 晃史 

窓口開設時間 ９時～17時 30分 以降は転送対応 

電話番号 ０５６６-９５－５３２１ 

ＦＡＸ番号 ０５６６-９９-１１７０ 

（２）公的機関窓口 

公的機関名 電話番号 

愛知県国民健康保険団体連合会 ０５２-９７１－４１６５ 

安城市 介護保険相談窓口 高齢福祉課 ０５６６－７１－２２９０ 
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西尾市 介護保険相談窓口 長寿課 ０５６３－５６－２１１１ 

刈谷市 介護保険相談窓口 福祉健康部長寿課 ０５６６-６２-１０１３ 

碧南市 介護保険相談窓口 高齢介護課 ０５６６-４１-３３１１ 

知立市 介護保険相談窓口 長寿介護課 ０５６６-８３-１１１１ 

 

１０．事故発生時の対応        

（１）家族、主治医などへ連絡を迅速に行い、適切な対応をします。                   

（２）事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体または財産に損害を及ぼした場

合にはその損害を賠償します。 

（３）コープあいち福祉事業では、（株）アイアンドアイの生協福祉事業に関する総合保障制

度に加入しています。 

 

１１．秘密保持（契約書第１０条参照） 

（１）事業者、居宅介護支援専門員、及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命・身体などに

危険がある場合などの正当な理由無く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

後も同様です｡ 

（２）あらかじめ利用者の書面による同意を得た場合は、前項の規定に関わらず、事業者は、

介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービ

ス等を円滑に、効果的に実施する為に行なうサービス担当者会議等において、必要最低

限の利用者及びその家族状況等の個人情報を使用します。 

（３）第 1項の規程にかかわらず、事業者は高齢者虐待防止法に定める通報をなすことができ

るものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

１２．第三者評価の実施状況 

  当事業所の提供するサービスの第三者評価はありません。 

 

１３．虐待の防止 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  管理者  竹尾 晃史 

（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知徹底 

   を行います。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 
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（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）虐待防止のための指針を整備し従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を

実施しています。 

 

１４．身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の周知徹底を図

ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備すると共に、従業者に対し、研修を実施します。 

 

１５．カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があった際には、

サービス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１）大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊厳や人格を傷

つけるような行為） 

（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストー

カー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為。 

 

１６．その他重要事項 

（１）当事業所におきまして、利用者の心身の状態やおかれている環境、医療等の状況に変化

がないか再度確認をし、こうした状況に変化がある場合は、居宅サービス計画を変更い

たします。直接、居宅サービス事業所との相談による変更はお控えください。 

（２）居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業所に依頼することはお控えくださる

ようお願いいたします。 

（３）従業者に対する贈り物や飲食のもてなしはご遠慮させていただきます。 
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（４）入院時には退院に向けた医療との連携の為に、入院先の病院に対して担当する居宅介護

支援事業所名、担当ケアマネジャーの氏名を伝えていただくようお願いいたします。 

（５）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、当事業所のケアプランの訪問介

護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況の説明を行います。 

（６）南海トラフ巨大地震への対応、新型コロナ同様の感染症の発生に備え、事業継続、再開

が早期に行えるように事業継続計画（BCP）計画を策定しています。 

① 前６か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福

祉用具貸与の利用割合は次の通りです。 

訪問介護 ３５．５ ％ 

通所介護 ５５．０ ％ 

地域密着型通所介護 ９．0％  

福祉用具貸与 ７４．７ ％ 

② 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の各サービスの、同一事業者によって提供された割合の上位 3 位は次の通り

です。 

訪問介護 ・コープあいち 

福祉サービス安城  

４９．８％ 

・ちあいヘルパーケア 

８．４％ 

・ヘルパーステーション 

小川の里 

８．０％ 

通所介護 ・デイサービスセンタ

ー小川の里 

１２．４％ 

・アクティブケア咲の

樹 

１０．６％ 

デイサービス月の輝き 

１０．３% 

地域密着型通所介護 ・ケアセンターうらら 

２７．０％ 

・デイサービスアルク

オーレ安城横山 

２３．８％ 

 

・デイサービスさくら  

１５．９％ 

福祉用具貸与 ・コープあいち 

福祉用具・岡崎 

２6．６％ 

・東海エイド安城 

２０．４％ 

・かいごやさん安城店 

１８．３％ 

                                                   (令和６年８月末日現在) 

１６．介護サービス情報公表について 

 「介護サービス情報公表制度」により事業所の基本データとサービス提供の現状が閲覧でき

ることになりました。下記のホームページより閲覧ください。 

 

 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/   

 
介護サービス情報公表システム 

 

検索 
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居宅介護支援 重要事項説明書 
  

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令 38 号「指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準」第 4条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき事項は、次の

とおりです｡ 

１． 利用対象の事業所概要 

事業所名称 コープあいち福祉サービス蒲郡 

所在地 蒲郡市水竹町横枕３番地 1 

指定事業所番号 ２３７３３００４８８ 

電話番号 ０５３３-６７-１８１１ 

ＦＡＸ ０５３３-６７-１８１２ 

管理者氏名 荻野 景子 

担当介護支援専門員  

サービス提供地域 蒲郡市・額田郡幸田町・豊川市一部：旧御津町 

 

２． 生活協同組合コープあいちの概要 

名称 生活協同組合コープあいち 

代表者名 代表理事 理事長 森 政広 

法人種別 消費生活協同組合 

主たる事務所 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀 25 番地の 1 

電話番号（代表） ０５２－７０３－１５０１ 

 

３． 事業所の職員体制等（２０１８年 4月 1日現在） 

職種 人員 勤務形態 業務 

管理者 １人 介護支援専門員兼務 業務の統括管理  

介護支援専門員 4人 常勤４名 ケアマネジメント業務 

 

４． 営業日・営業時間 

営業日 月曜日～土曜日（日曜日定休）１２月３０日～１月３日は休み 

営業時間 ８時 30分～17時 00分 

備考 特定事業所加算Ⅱ 取得事業所 

２４時間体制を確保し、必要に応じて利用者や家族の相談に対応する体

制を確保します。 
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５． 事業の目的・運営方針 

事業の目的 要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるよう、支援することを目的とします。 

運営方針 (１) 利用者の心身の状況、置かれている環境に応じた適切な保健・医療・福

祉サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるよう配慮しま

す。 

(２) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に

提供されるサービスが偏らないよう、公正中立に行ないます｡ 

(３) 事業の実施に当り、行政や他の指定居宅介護サービス事業者、介護保険

施設との連携を図り、保健・医療・福祉の視点に立ち、総合的なサービス提

供ができるよう配慮します｡ 

(４) 要介護状態の軽減、悪化の防止、医療サービスとの連携に充分配慮しま

す｡ 

(５) 自ら提供する指定居宅介護支援サービスの質の評価を行ない、常に改善

を図るよう努めます。 

(６) ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、利用者から事業

者に対して複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また、当該事業所

をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。 

６． 提供するサービス内容 

種類 内容 

申請援助 
利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定の申請に

必要な協力を行います。 

居宅サービス計画の作成 

利用者及び家族の要望と課題分析に基づき、居宅サービス計画

の原案を作成します。その内容について、利用者及び家族に説

明し、文書による同意を得ます。 

居宅サービス事業者との連

絡調整 

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供できるよう、

事業者との連絡調整を行います。 

情報提供 
利用者が居住する地域のサービス内容、利用料等の情報を適正

に提供します。 

サービス実施状況の把握 

少なくとも月 1回、利用者の居宅を訪問して面接するとともに、

ひと月に 1 回は居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）の結果を記録します。 

給付管理 
居宅サービス計画作成後、その内容に基づいてサービス利用

表・提供表による給付管理を行います。 
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7.介護支援専門員の交代 

（１）担当介護支援専門員の変更を希望する場合は、ご連絡ください。 

（２）事業者の都合により担当介護支援専門員を交代する場合は、事前に連絡します。 

8.居宅介護支援の利用料金 

利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付され、利用者の負担はありません｡ 

ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に

応じた料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します｡このサービス提供証

明書を該当市町村の窓口に提出しますと後日払い戻しを受けられる場合があります｡ 
 

内 容 金 額（地域加算含む） 

サービス 

利用料 

介護度 1・2         15386円 

介護度 3・4・5       18704円 

サービス利用料には①居宅介護支

援費、②特定事業所加算が含まれ

ています。 

加算項目 

初回加算         3,063円 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 2,552円 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 2,042円 

退院・退所加算Ⅰｲ、Ⅱｲ、Ⅰﾛ、Ⅱﾛ、Ⅲ 

(金額は※退院退所加算詳細を参照。)  

緊急時等居宅カンファレンス加算 

  2,042円 

ターミナルケアマネジメント加算 

                       4,084円 

通院時情報連携加算       510円 

※退院退所加算詳細 

カンファレンスなしの場合 

・退院退所Ⅰｲ  4,594円 

・退院退所Ⅱｲ  6,126円 

カンファレンスありの場合 

・退院退所Ⅰﾛ  6,126円 

・退院退所Ⅱﾛ  7,657円 

・退院退所Ⅲ   9,189円 

※ローマ数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは退院に向

けての病院と連携した回数を表して

います。（例：Ⅱ＝２回連携） 

交通費 無料 

サービス提供地域以外は、実費ご

負担いただきます。 

 

＊ 全額給付のため、利用者負担はありません。 

   

９．相談窓口・苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします｡ 

窓口担当者 コープあいち福祉サービス蒲郡  荻野景子 

窓口開設時間 8時 30分～17時 00分  以降は転送されます 

電話番号 ０５３３－６７－１８１１ 

ＦＡＸ番号 ０５３３－６７－１８１２ 
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（２）公的機関窓口 

公的機関名 電話番号 

東三河広域連合 介護保険課   ０５３２－２６－８４７１ 

幸田町 介護保険相談窓口 福祉介護課 ０５６４－６３－５１１２ 

愛知県国民健康保険団体連合会 ０５２－９７１－４１６５ 

１０．事故発生時の対応        

（１）家族、主治医などへ連絡を迅速に行ない、適切な対応をします。                   

（２）事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体または財産に損害を及ぼした場

合にはその損害を賠償します。 

（３）コープあいち福祉事業では、（株）アイアンドアイの生協福祉事業に関する総合保障制

度に加入しています。 

 

１１．秘密保持（契約書第１０条参照） 

（１）事業者、居宅介護支援専門員、及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命・身体などに

危険がある場合などの正当な理由無く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

後も同様です｡ 

（２）あらかじめ利用者の書面による同意を得た場合は、前項の規定に関わらず、事業者は、

介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービ

ス等を円滑に、効果的に実施する為に行なうサービス担当者会議等において、必要最低

限の、利用者及びその家族状況等の個人情報を使用します。 

（３）第 1項の規程にかかわらず、事業者は高齢者虐待防止法に定める通報をなすことができ

るものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

１２．第三者評価の実施状況 

  当事業所の提供するサービスの第三者評価はありません。 

 

１３．虐待の防止 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  管理者 荻野景子 

（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知徹底    

を行います。 
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（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）虐待防止のための指針を整備し従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を

実施しています。 

 

１４．身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の周知徹底を図

ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備すると共に、従業者に対し、研修を実施します。 

 

１５．カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があった際には、

サービス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１）大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊厳や人格を傷

つけるような行為） 

（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストー

カー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為。 

 

１６．その他重要事項 

（１）当事業所におきまして、利用者の心身の状態やおかれている環境、医療等の状況に変化

がないか再度確認をし、こうした状況に変化がある場合は、居宅サービス計画を変更い

たします。直接、居宅サービス事業所との相談による変更はお控えください。 

（２）居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業所に依頼することはお控えくださる

ようお願いいたします。 
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愛知県 | 介護事業所検索「介護サービス情報公表システム」 

 

（３）従業者に対する贈り物や飲食のもてなしはご遠慮させていただきます。 

（４）入院時には退院に向けた医療との連携の為に、入院先の病院に対して担当している居宅

介護支援事業所名、担当ケアマネジャーの氏名を伝えてください。 

（５）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、以下について、説明を行うとと

もに、介護サービス情報公表制度において公表します。前６ヶ月間に、ケアプランに位置付

けた以下のサービスの割合をご説明いたします。 

①訪問介護、（地域密着）通所介護、福祉用具貸与の各サービス割合。 

②訪問介護、（地域密着）通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの同一事業者によって提供されたも

のの割合。 

（６）南海トラフ巨大地震への対応、新型コロナ同様の感染症の発生に備え、事業継続、再開

が早期に行えるように事業継続計画（BCP）計画を策定しています。 

１６．介護サービス情報公表について 

 「介護サービス情報公表制度」により事業所の基本データとサービス提供の現状が閲覧でき

ることになりました。下記のホームページより閲覧ください。 

http://www.kaigokensaku.jp/23/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=1ZKr82VV3iiwUxRhUsTeAPSHHuFTG0rSdpG395wPC9LOWoP4Ku8REfow_1OYGfQl2tZDcrtW0E6IZhG51_bg9yz5wvsdf3NHTtIaGuFcN_BdPkMx8.5OB2rmwI0BDmPPnDo6rTaL5neiw21bhsrEjuxdT8QbHwtsRqXNl.KXS8eHul83.NYJnT.Or.XnR7jD76ertOJpC8AIfQ--/_ylt=A3xTpn7KKipTIUYBJ6mDTwx.;_ylu=X3oDMTBtNHJhZXRnBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=11i5mkp8g/EXP=1395373194/**http%3A/www.kaigokensaku.jp/23/
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居宅介護支援 重要事項説明書 
  

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令 38 号「指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準」第 4条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき事項は、次の

とおりです｡ 

 

１． 利用対象の事業所概要 

事業所名称 コープあいち福祉サービス春日井居宅 

所在地 愛知県春日井市八田町 7-1-13坂井ビル２階 

指定事業所番号 2372500799 

電話番号 0568-84-9111 

ＦＡＸ 0568-84-8981 

管理者氏名 許田 征仁  

担当介護支援専門員  

サービス提供地域 春日井市・瀬戸市・名古屋市（守山区・北区）・小牧市・豊山町 

 

２． 生活協同組合コープあいちの概要 

名称 生活協同組合コープあいち 

代表者名 代表理事 理事長  森 政広 

法人種別 消費生活協同組合 

主たる事務所 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀 25 番地の 1 

電話番号（代表） ０５２－７０３－１５０１ 

 

３． 事業所の職員体制等 （２０２４年６月１日現在） 

職種 人員 勤務形態 業務 

管理者 1人 常勤（介護支援専門員を兼務） 業務の統括管理 

介護支援専門員 ５人以上 （うち 1名管理者と兼務） ケアマネジメント業務 

 

４． 営業日・営業時間 

営業日 月曜日から土曜日（日曜日休み） 

但し 12月 29日～1月 3日までを除く 

営業時間 午前 9時から午後 5時 30分まで 

備考 24時間電話対応 
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５． 事業の目的・運営方針 

事業の目

的 

要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、支援することを目的とします。 

運営方針 (１) 利用者の心身の状況、置かれている環境に応じた適切な保健・医療・福祉

サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるよう配慮します。 

(２) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提

供されるサービスが偏らないよう、公正中立に行ないます｡ 

(３) 事業の実施に当り、行政や他の指定居宅介護サービス事業者、介護保険施   

設との連携を図り、保健・医療・福祉の視点に立ち、総合的なサービス提供が

できるよう配慮します｡ 

(４) 要介護状態の軽減、悪化の防止、医療サービスとの連携に充分配慮します｡ 

（５）自ら提供する指定居宅介護支援サービスの質の評価を行ない、常に改善を図

るよう努めます。 

（６） ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、利用者から事業者

に対して複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また、当該事業所を

ケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。 

６． 提供するサービス内容 

種類 内容 

申請援助 
利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定の申請に

必要な協力を行います。 

居宅サービス計画の作成 

利用者及び家族の要望と課題分析に基づき、居宅サービス計画

の原案を作成します。その内容について、利用者及び家族に説

明し、文書による同意を得ます。 

居宅サービス事業者との連

絡調整 

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供できるよう、

事業者との連絡調整を行います。 

情報提供 
利用者が居住する地域のサービス内容、利用料等の情報を適正

に提供します。 

サービス実施状況の把握 

少なくとも月 1回、利用者の居宅を訪問して面接するとともに、

ひと月に 1 回は居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）の結果を記録します。 

給付管理 
居宅サービス計画作成後、その内容に基づいてサービス利用

表・提供表による給付管理を行います。 

７． 介護支援専門員の交代 

（１）担当介護支援専門員の変更を希望する場合は、ご連絡ください。 

（２）事業者の都合により担当介護支援専門員を交代する場合は、事前に連絡します。 
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８． 居宅介護支援の利用料金 

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付され、利用者の負担はありません｡ 

ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に

応じた料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します｡このサービス提供証

明書を該当市町村の窓口に提出しますと後日払い戻しを受けられる場合があります｡ 

内 容 金 額 説    明 

サービス 

利用料 

特定事業所加算Ⅱ 

介護度 １・２      15,702円 

介護度 3・4・5     19,089円 

 

特定事業所加算Ⅱにより 4，386円

の加算になります。 

 

 

※退院退所加算詳細 

カンファレンスなしの場合 

・退院退所Ⅰ1  4,689円 

・退院退所Ⅱ1  6,252円 

カンファレンスありの場合 

・退院退所Ⅰ2  6,252円 

・退院退所Ⅱ2  7,815円 

・退院退所Ⅲ   9,378円 

※ローマ数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは退院に向け

ての病院と連携した回数を表してい

ます。（例：Ⅱ＝２回連携） 

加算項目 初回加算            3,126円

入院時情報連携加算Ⅰ      2,605円 

入院時情報連携加算Ⅱ      2,084円 

退院・退所加算Ⅰ1、Ⅱ1、Ⅰ2、Ⅱ2、Ⅲ 

(金額は※退院退所加算詳細を参照。)  

緊急時等居宅カンファレンス加算 

  2,084円 

ターミナルケアマネジメント加算 

                       4,168円 

通院時情報連携加算       521円 

交通費 無料 

※ 上記金額は所定の単位数に地域区分（6 級地）1 単位：10.42 円（端数切捨て）で計算しています。 

 

９．相談窓口・苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします｡ 

窓口担当者 許田 征仁 

窓口開設時間 ９時～17時 30分 

電話番号 0568-84-9111 

ＦＡＸ番号 0568-84-8981 

（２）公的機関窓口 

公的機関名 電話番号 

愛知県国民健康保険団体連合会 ０５２-９５５－１２２７ 

名古屋市 市役所 介護保険課 ０５２-９７２－２５９５ 

春日井市役所 介護・高齢福祉課  ０５６８－８５－６９２１ 
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北区 区役所 福祉課 ０５２-９１７－６５２６ 

守山区 区役所 福祉課 ０５２-７９６－４６０５ 

小牧市役所 介護保険課 ０５６８－７６－１１９３ 

瀬戸市 高齢者福祉課 ０５６１－８８－２６２１ 

豊山町 福祉課  ０５６８－２８－０１００ 

 

１０．事故発生時の対応        

（１）家族、主治医などへ連絡を迅速に行い、適切な対応をします。                   

（２）事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体または財産に損害を及ぼした場

合にはその損害を賠償します。 

（３）コープあいち福祉事業では、（株）アイアンドアイの生協福祉事業に関する総合保障制

度に加入しています。 

 

１１．秘密保持（契約書第１０条参照） 

（１）事業者、居宅介護支援専門員、及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命・身体などに

危険がある場合などの正当な理由無く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

後も同様です｡ 

（２）あらかじめ利用者の書面による同意を得た場合は、前項の規定に関わらず、事業者は、

介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービ

ス等を円滑に、効果的に実施する為に行なうサービス担当者会議等において、必要最低

限の利用者及びその家族状況等の個人情報を使用します。 

（３）第 1項の規程にかかわらず、事業者は高齢者虐待防止法に定める通報をなすことができ

るものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

１２．第三者評価の実施状況 

  当事業所の提供するサービスの第三者評価はありません。 

 

１３．虐待の防止 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  管理者 許田 征仁 

（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知徹底 

   を行います。 
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（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）虐待防止のための指針を整備し従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を

実施しています。 

 

１４．身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の周知徹底を図

ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備すると共に、従業者に対し、研修を実施します。 

 

１５．カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があった際には、

サービス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１）大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊厳や人格を傷

つけるような行為） 

（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストー

カー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為。 

 

１６．その他重要事項 

（１）当事業所におきまして、利用者の心身の状態やおかれている環境、医療等の状況に変化

がないか再度確認をし、こうした状況に変化がある場合は、居宅サービス計画を変更い

たします。直接、居宅サービス事業所との相談による変更はお控えください。 

（２）居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業所に依頼することはお控えくださる

ようお願いいたします。 
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（３）従業者に対する贈り物や飲食のもてなしはご遠慮させていただきます。 

（４）入院時には退院に向けた医療との連携の為に、入院先の病院に対して担当する居宅介護

支援事業所名、担当ケアマネジャーの氏名を伝えていただくようお願いいたします。 

（５）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、当事業所のケアプランの訪問介

護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況の説明を行います。 

（６）南海トラフ巨大地震への対応、新型コロナ同様の感染症の発生に備え、事業継続、再開

が早期に行えるように事業継続計画（BCP）計画を策定しています。 

 

１７．介護サービス情報公表について 

 「介護サービス情報公表制度」により事業所の基本データとサービス提供の現状が閲覧でき

ることになりました。下記のホームページより閲覧ください。 

  

 

 

 

 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/23/index.php 

 愛知県 介護事業所検索「介護サービス情報公表システム」 

 

検索 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/23/index.php
http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=1ZKr82VV3iiwUxRhUsTeAPSHHuFTG0rSdpG395wPC9LOWoP4Ku8REfow_1OYGfQl2tZDcrtW0E6IZhG51_bg9yz5wvsdf3NHTtIaGuFcN_BdPkMx8.5OB2rmwI0BDmPPnDo6rTaL5neiw21bhsrEjuxdT8QbHwtsRqXNl.KXS8eHul83.NYJnT.Or.XnR7jD76ertOJpC8AIfQ--/_ylt=A3xTpn7KKipTIUYBJ6mDTwx.;_ylu=X3oDMTBtNHJhZXRnBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=11i5mkp8g/EXP=1395373194/**http%3A/www.kaigokensaku.jp/23/
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居宅介護支援 重要事項説明書 
  

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令 38 号「指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準」第 4条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき事項は、次の

とおりです｡ 

 

１． 利用対象の事業所概要 

事業所名称 コープあいち福祉サービス小牧居宅 

所在地 愛知県小牧市本庄２０１８番地２ 

指定事業所番号 ２３７３８０２０４６ 

電話番号 0568-39-5728 

ＦＡＸ 0568-78-0018 

管理者氏名 大竹 浩子  

担当介護支援専門員  

サービス提供地域 小牧市、犬山市、江南市、岩倉市、春日井市、丹羽郡大口町・扶桑町 

 

２． 生活協同組合コープあいちの概要 

名称 生活協同組合コープあいち 

代表者名 代表理事 理事長  森 政広 

法人種別 消費生活協同組合 

主たる事務所 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀 25 番地の 1 

電話番号（代表） ０５２－７０３－１５０１ 

 

３． 事業所の職員体制等 （2024年 04月１日現在） 

職種 人員 勤務形態 業務 

管理者 1人 常勤（介護支援専門員を兼務） 業務の統括管理 

介護支援専門員 4人以上 （うち 1名管理者と兼務） ケアマネジメント業務 

 

４． 営業日・営業時間 

営業日 月曜日から土曜日（日曜日休み） 

但し 12月 29日～1月 3日までを除く 

営業時間 午前 9時から午後 5時 30分まで 

備考 24時間電話対応（営業時間外は 0568-39-5728へご連絡ください） 
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５． 事業の目的・運営方針 

事業の目

的 

要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、支援することを目的とします。 

運営方針 (１) 利用者の心身の状況、置かれている環境に応じた適切な保健・医療・福祉

サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるよう配慮します。 

(２) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提

供されるサービスが偏らないよう、公正中立に行ないます｡ 

(３) 事業の実施に当り、行政や他の指定居宅介護サービス事業者、介護保険施   

設との連携を図り、保健・医療・福祉の視点に立ち、総合的なサービス提供が

できるよう配慮します｡ 

(４) 要介護状態の軽減、悪化の防止、医療サービスとの連携に充分配慮します｡ 

（５）自ら提供する指定居宅介護支援サービスの質の評価を行ない、常に改善を図

るよう努めます。 

（６） ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、利用者から事業者

に対して複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また、当該事業所を

ケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。 

６． 提供するサービス内容 

種類 内容 

申請援助 
利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定の申請に

必要な協力を行います。 

居宅サービス計画の作成 

利用者及び家族の要望と課題分析に基づき、居宅サービス計画

の原案を作成します。その内容について、利用者及び家族に説

明し、文書による同意を得ます。 

居宅サービス事業者との連

絡調整 

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供できるよう、

事業者との連絡調整を行います。 

情報提供 
利用者が居住する地域のサービス内容、利用料等の情報を適正

に提供します。 

サービス実施状況の把握 

少なくとも月 1回、利用者の居宅を訪問して面接するとともに、

ひと月に 1 回は居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）の結果を記録します。 

給付管理 
居宅サービス計画作成後、その内容に基づいてサービス利用

表・提供表による給付管理を行います。 

７． 介護支援専門員の交代 

（１）担当介護支援専門員の変更を希望する場合は、ご連絡ください。 

（２）事業者の都合により担当介護支援専門員を交代する場合は、事前に連絡します。 
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８． 居宅介護支援の利用料金 

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付され、利用者の負担はありません｡ 

ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に

応じた料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します｡このサービス提供証

明書を該当市町村の窓口に提出しますと後日払い戻しを受けられる場合があります｡ 

内 容 金 額 説    明 

サービス 

利用料 

 

特定事業所加算Ⅲ 

介護度 １・２      14,385円 

介護度 3・4・5     17,704円 

特定事業所加算Ⅲにより 3,297 円

の加算になります。 

 

 

※退院退所加算詳細 

カンファレンスなしの場合 

・退院退所Ⅰ1  4,594円 

・退院退所Ⅱ1  6,126円 

カンファレンスありの場合 

・退院退所Ⅰ2  6,126円 

・退院退所Ⅱ2  7,657円 

・退院退所Ⅲ   9,189円 

※ローマ数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは退院に

向けての病院と連携した回数を表

しています。カタカナはカンファ

レンスをしない場合がイ、行った

場合がロとなります。 

加算項目 初回加算            3,063円

入院時情報連携加算Ⅰ      2,552円 

入院時情報連携加算Ⅱ      2,042円 

退院・退所加算Ⅰ1、Ⅱ1、Ⅰ2、Ⅱ2、Ⅲ 

(金額は※退院退所加算詳細を参照。)  

緊急時等居宅カンファレンス加算 

  2,042円 

ターミナルケアマネジメント加算 

                       4,084円 

通院時情報連携加算       510円 

交通費 無料 サービス提供地域以外は、実費を

ご負担いただきます。 

※ 上記金額は所定の単位数に地域区分（7 級地）1 単位：１０．２１円（端数切捨て）で計算しています。 

 

 

９．相談窓口・苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします｡ 

窓口担当者 大竹 浩子 

窓口開設時間 ９時～17時 30分 以降は転送されます 

電話番号 ０５６８-３９－５７２８ 

ＦＡＸ番号 ０５６８-７８－００１８ 
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（２）公的機関窓口 

公的機関名 電話番号 

愛知県国民健康保険団体連合会 ０５２-９７１－４１６５ 

小牧市    介護保険課 給付指導係 ０５６８‐７６‐１１５３ 

犬山市    長寿社会課 介護保険担当 ０５６８‐４４‐０３２６ 

江南市    高齢者生きがい課 ０５８７－５４－１１１１ 

岩倉市    長寿介護課 ０５８７－３８－５８０９ 

丹羽郡大口町 健康生きがい課 ０５８７‐９４‐００５２ 

丹羽郡扶桑町 介護健康課介護グループ ０５８７－９３－１１１１ 

春日井市   健康福祉部 介護・高齢福祉部 ０５６８－８５－６１８２ 

 

１０．事故発生時の対応        

（１）家族、主治医などへ連絡を迅速に行い、適切な対応をします。                   

（２）事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体または財産に損害を及ぼした場

合にはその損害を賠償します。 

（３）コープあいち福祉事業では、（株）アイアンドアイの生協福祉事業に関する総合保障制

度に加入しています。 

 

１１．秘密保持（契約書第１０条参照） 

（１）事業者、居宅介護支援専門員、及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命・身体などに

危険がある場合などの正当な理由無く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

後も同様です｡ 

（２）あらかじめ利用者の書面による同意を得た場合は、前項の規定に関わらず、事業者は、

介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービ

ス等を円滑に、効果的に実施する為に行なうサービス担当者会議等において、必要最低

限の利用者及びその家族状況等の個人情報を使用します。 

（３）第 1項の規程にかかわらず、事業者は高齢者虐待防止法に定める通報をなすことができ

るものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

１２．第三者評価の実施状況 

  当事業所の提供するサービスの第三者評価はありません。 

 

１３．虐待の防止 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措
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置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  管理者 大竹 浩子 

（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知徹底 

   を行います。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）虐待防止のための指針を整備し従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を

実施しています。 

 

１４．身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の周知徹底を図

ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備すると共に、従業者に対し、研修を実施します。 

 

１５.カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があった際には、

サービス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１）大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊厳や人格を傷

つけるような行為） 

（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストー

カー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為。 
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１６．その他重要事項 

（１）当事業所におきまして、利用者の心身の状態やおかれている環境、医療等の状況に変化

がないか再度確認をし、こうした状況に変化がある場合は、居宅サービス計画を変更い

たします。直接、居宅サービス事業所との相談による変更はお控えください。 

（２）居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業所に依頼することはお控えくださる

ようお願いいたします。 

（３）従業者に対する贈り物や飲食のもてなしはご遠慮させていただきます。 

（４）入院時には退院に向けた医療との連携の為に、入院先の病院に対して担当する居宅介護

支援事業所名、担当ケアマネジャーの氏名を伝えていただくようお願いいたします。 

（５）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、当事業所のケアプランの訪問介

護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況の説明を行います。前６ケ

月間に、ケアプランに位置付けた以下のサービス割合をご説明いたします。 

  ①訪問介護、（地域密着）通所介護、福祉用具貸与の各サービス割合。 

  ②訪問介護、（地域密着）通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの同一事業者によって

提供されたものの割合。 

（６）南海トラフ巨大地震への対応、新型コロナ同様の感染症の発生に備え、事業継続、再開

が早期に行えるように事業継続計画（BCP）計画を策定しています。 

 

１７．介護サービス情報公表について 

 「介護サービス情報公表制度」により事業所の基本データとサービス提供の現状が閲覧でき

ることになりました。下記のホームページより閲覧ください。 

  

 

 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/23/index.php 

 愛知県 介護事業所検索「介護サービス情報公表システム」 

 

検索 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/23/index.php
http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=1ZKr82VV3iiwUxRhUsTeAPSHHuFTG0rSdpG395wPC9LOWoP4Ku8REfow_1OYGfQl2tZDcrtW0E6IZhG51_bg9yz5wvsdf3NHTtIaGuFcN_BdPkMx8.5OB2rmwI0BDmPPnDo6rTaL5neiw21bhsrEjuxdT8QbHwtsRqXNl.KXS8eHul83.NYJnT.Or.XnR7jD76ertOJpC8AIfQ--/_ylt=A3xTpn7KKipTIUYBJ6mDTwx.;_ylu=X3oDMTBtNHJhZXRnBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=11i5mkp8g/EXP=1395373194/**http%3A/www.kaigokensaku.jp/23/
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居宅介護支援 重要事項説明書 
  

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令 38 号「指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準」第 4条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき事項は、次の

とおりです｡ 

 

１． 利用対象の事業所概要 

事業所名称 コープあいち福祉サービス昭和居宅 

所在地 愛知県名古屋市昭和区御器所二丁目７番地２ 

指定事業所番号 ２３７０７００５１６ 

電話番号 ０５２－６９３－６７６１ 

ＦＡＸ ０５２－８７１－０５６６ 

管理者氏名 江口 洋二 

担当介護支援専門員  

サービス提供地域 名古屋市昭和区、瑞穂区 

２． 生活協同組合コープあいちの概要 

名称 生活協同組合コープあいち 

代表者名 代表理事 理事長 森 政広 

法人種別 消費生活協同組合 

主たる事務所 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀 25番地の 1 

電話番号（代表） ０５２－７０３－１５０１ 

３． 事業所の職員体制等 （２０２４年４月１日現在） 

職種 人員 勤務形態 業務 

管理者 １人 常勤（介護支援専門員を兼務） 業務の統括管理 

介護支援専門員 ４人 常勤４人（うち 1名管理者と兼務） ケアマネジメント業務 

４． 営業日・営業時間 

営業日 月曜日～土曜日 （日曜日休み）   

但し、12月 29日～1月 3日を除く 

営業時間 9時～17時 30分 

営業時間外の対応 営業時間外の利用者・家族からの緊急の相談に対して、24時間、対応す

る体制を確保します。 

営業時間外の相談は、事業所の電話番号までお電話ください。 
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５． 事業の目的・運営方針 

事業の目的 要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、支援することを目的とします。 

運営方針 (１) 利用者の心身状況、置かれている環境に応じた適切な保健・医療・福祉

サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるよう配慮します。 

(２) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に

提供されるサービスが偏らないよう、公正中立に行ないます｡ 

(３) 事業の実施に当り、行政や他の指定居宅介護サービス事業者、介護保険

施設との連携を図り、保健・医療・福祉の視点に立ち、総合的なサービス提

供ができるよう配慮します｡ 

(４) 要介護状態の軽減、悪化の防止、医療サービスとの連携に充分配慮しま

す｡ 

(５) 自ら提供する指定居宅介護支援サービスの質の評価を行ない、常に改善

を図るよう努めます。 

(６) ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、利用者から事業

者に対して複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また、当該事業所

をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。 

６． 提供するサービス内容 

種類 内容 

申請援助 利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定の申請に

必要な協力を行います。 

居宅サービス計画の作成 利用者及び家族の要望と課題分析に基づき、居宅サービス計画

の原案を作成します。その内容について、利用者及び家族に説

明し、文書による同意を得ます。 

居宅サービス事業者との連

絡調整 

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供できるよう、

事業者との連絡調整を行います。 

情報提供 利用者が居住する地域のサービス内容、利用料等の情報を適正

に提供します。 

サービス実施状況の把握 少なくとも月 1回、利用者の居宅を訪問して面接するとともに、

ひと月に 1 回は居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）の結果を記録します。 

給付管理 居宅サービス計画作成後、その内容に基づいてサービス利用

表・提供表による給付管理を行います。 
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７． 介護支援専門員の交代 

（１）担当介護支援専門員の変更を希望する場合は、ご連絡ください。 

（２）事業者の都合により担当介護支援専門員を交代する場合は、事前に連絡します。 

 

８． 居宅介護支援の利用料金 

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付され、利用者の負担はありません｡ 

ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に

応じた料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します｡このサービス提供証

明書を該当市町村の窓口に提出しますと後日払い戻しを受けられる場合があります｡ 

 

内 容 金      額 

サービス 

利用料 

介護度１・２ 16,652円 

介護度３～５ 20,243円 

特定事業所加算Ⅱにより 4,652 円

の加算が含まれます。 

加算項目 初回加算            3,315円 

入院時情報連携加算Ⅰ    2､762円 

入院時情報連携加算 II   2､210円 

緊急時等居宅カンファレンス加算 

  2,210円 

ターミナルケアマネジメント加算 

                       4,420円 

通院時情報連携加算       552円 

退院・退所加算 

・退院退所Ⅰ1  4,972円 

・退院退所Ⅰ2  6,630円 

・退院退所Ⅱ1  6,630円 

・退院退所Ⅱ2  8,287円 

・退院退所Ⅲ   9,945円 

 

交通費 無料 サービス提供地域以外は、実費を

ご負担いただきます。 

※ 上記金額は所定の単位数に地域区分（３級地）の単価（1 単位：１１．０５円）を乗じて計算してい

ます（端数切捨て）。 

 

９．相談窓口・苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします｡ 

窓口担当者 コープあいち福祉サービス昭和居宅    江口 洋二 

窓口開設時間 ９時～１７時３０分 

電話番号 ０５２－６９３－６７６１ 

ＦＡＸ番号 ０５２－８７１－０５６６ 
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（２）公的機関窓口 

公的機関名 電話番号 

昭和区 福祉課 介護保険係 ０５２－７３５－３９１４ 

瑞穂区 福祉課 介護保険係 ０５２－８５２－９３９６ 

その他の区にお住まいの方は、介護福祉課  

名古屋市 介護保険課 指導担当 ０５２－９５９－３０８７ 

愛知県国民健康保険団体連合会 ０５２－９７１－４１６５ 

 ※受付時間  平日９時～１７時 （土・日休み） 

 

１０．事故発生時の対応        

（１）家族、主治医などへ連絡を迅速に行い、適切な対応をします。                   

（２）事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体または財産に損害を及ぼした場 

合にはその損害を賠償します。 

（３）コープあいち福祉事業では、(株)アイアンドアイの生協福祉事業に関する総合保障制度 

に加入しています。 

 

１１．秘密保持（契約書第１０条参照） 

（１）事業者、居宅介護支援専門員、及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命・身体などに

危険がある場合などの正当な理由無く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

後も同様です｡ 

（２）あらかじめ利用者の書面による同意を得た場合は、前項の規定に関わらず、事業者は、

介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービ

ス等を円滑に、効果的に実施する為に行なうサービス担当者会議等において、必要最低

限の利用者及びその家族状況等の個人情報を使用します。 

（３）第 1項の規程にかかわらず、事業者は高齢者虐待防止法に定める通報をなすことができ

るものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

１２．第三者評価の実施状況 

  当事業所の提供するサービスの第三者評価はありません。 
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１３．虐待の防止 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置

を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  管理者 江口 洋二 

（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知徹底 

   を行います。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）虐待防止のための指針を整備し従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を

実施しています。 

 

１４．身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由、その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の従業員への周

知徹底を図ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備すると共に、従業者に対し、研修を実施します。 

 

１５．カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があった際には、

サービス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１）大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊厳や人格を傷

つけるような行為） 

（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストー

カー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為。 
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１６．その他重要事項 

（１）当事業所におきまして、利用者の心身の状態やおかれている環境、医療等の状況に変化

がないか再度確認をし、こうした状況に変化がある場合は、居宅サービス計画を変更い

たします。直接、居宅サービス事業所との相談による変更はお控えください。 

（２）居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業所に依頼することはお控えくださる

ようお願いいたします。 

（３）従業者に対する贈り物や飲食のもてなしはご遠慮させていただきます。 

（４）入院時には退院に向けた医療との連携の為に、入院先の病院に対して担当する居宅介護

支援事業所名、担当ケアマネジャーの氏名を伝えて頂きますようお願いいたします。 

（５）南海トラフ巨大地震への対応、新型コロナ同様の感染症の発生に備え、事業継続、再開

が早期に行えるように事業継続計画（BCP）計画を策定しています。 

（６）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、以下について、説明を行うとと

もに、介護サービス情報公表制度において公表します。前６ヶ月間に、ケアプランに位置

付けた以下のサービスの割合をご説明いたします。 

① 訪問介護、（地域密着）通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合は次の通りで

す（2023年 9月 1日～2024年 2月 29日の実績）。 

訪問介護 ４４．０ ％ 

通所介護 ３１．６ ％ 

地域密着型通所介護 ２２．１ ％ 

福祉用具貸与 ６９．７ ％ 

② 訪問介護、（地域密着）通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの同一事業者によって

提供されたものの割合は次の通りです（2023年 9月 1日～2024年 2月 29日の実績）。 

訪問介護 コープあいち昭和 

４８．１％ 

あんしんネットワーク 

１２．４％ 

ケアリッツ御器所 

６．１％ 

通所介護 コープあいちデイ

サービス昭和 

３０．４％ 

デイサービス樂音 

１０．５％ 

ツクイ名古屋八事 

７．４％ 

地域密着型通

所介護 

デイフィットネス

りめいく 

２０．３％ 

グッドリハ鶴舞 

１６．４％ 

リハトレわかば 

１０．１％ 

福祉用具貸与 コープあいち福祉

用具名古屋 

４１．２％ 

ケア・ファーム 

１２．６％ 

ケアサポート中日 

４．０％ 
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１３．介護サービス情報公表について 

 「介護サービス情報公表制度」により事業所の基本データとサービス提供の現状が閲覧でき

ることになりました。下記のホームページより閲覧ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/23/index.php 

 愛知県 介護事業所検索「介護サービス情報公表システム」 

 

検索 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/23/index.php
http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=1ZKr82VV3iiwUxRhUsTeAPSHHuFTG0rSdpG395wPC9LOWoP4Ku8REfow_1OYGfQl2tZDcrtW0E6IZhG51_bg9yz5wvsdf3NHTtIaGuFcN_BdPkMx8.5OB2rmwI0BDmPPnDo6rTaL5neiw21bhsrEjuxdT8QbHwtsRqXNl.KXS8eHul83.NYJnT.Or.XnR7jD76ertOJpC8AIfQ--/_ylt=A3xTpn7KKipTIUYBJ6mDTwx.;_ylu=X3oDMTBtNHJhZXRnBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=11i5mkp8g/EXP=1395373194/**http%3A/www.kaigokensaku.jp/23/
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居宅介護支援 重要事項説明書 
 居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令 38号「指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準」第 4条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき事項は、次のと

おりです｡ 

 

１． 利用対象の事業所概要 

事業所名称 コープあいち福祉サービス天白居宅 

所在地 愛知県名古屋市天白区久方１丁目１２９番地 

指定事業所番号 ２３７１６０１５７２ 

電話番号 ０５２－８００－２９４１ 

ＦＡＸ ０５２－８０２－２７１０ 

管理者氏名 古嶋 允博 

担当介護支援専門員  

サービス提供地域 名古屋市天白区・緑区 

 

２． 生活協同組合コープあいちの概要 

名称 生活協同組合コープあいち 

代表者名 代表理事 理事長  森 政広 

法人種別 消費生活協同組合 

主たる事務所 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀 25番地の 1 

電話番号（代表） ０５２－７０３－１５０１ 

 

３． 事業所の職員体制等 （２０２４年 9月１日現在） 

職種 人員 勤務形態 業務 

管理者 1人 常勤（介護支援専門員を兼務） 業務の統括管理 

介護支援専門員 4人 常勤 3（うち 1 名管理者と兼

務）、非常勤 1名 

ケアマネジメント業務 

 

４． 営業日・営業時間 

営業日 月曜日～土曜日 

但し、12月 29日～1月 3日をのぞく 

営業時間 9時～17時 30分 

備考 24時間電話対応（営業時間外は 052-800-2941へご連絡ください） 
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５． 事業の目的・運営方針 

事業の目的 要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、支援することを目的とします。 

運営方針 (１) 利用者の心身状況、置かれている環境に応じた適切な保健・医療・福祉

サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるよう配慮します。 

(２) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に

提供されるサービスが偏らないよう、公正中立に行ないます｡ 

(３) 事業の実施に当り、行政や他の指定居宅介護サービス事業者、介護保険

施設との連携を図り、保健・医療・福祉の視点に立ち、総合的なサービス提

供ができるよう配慮します｡ 

(４) 要介護状態の軽減、悪化の防止、医療サービスとの連携に充分配慮しま

す｡ 

(５) 自ら提供する指定居宅介護支援サービスの質の評価を行ない、常に改善

を図るよう努めます。 

(６) ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、利用者から事業

者に対して複数の事業所の紹介を受けることが可能です。また、当該事業所

をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。 

 

６． 提供するサービス内容 

種類 内容 

申請援助 利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定の申請に

必要な協力を行います。 

居宅サービス計画の作成 利用者及び家族の要望と課題分析に基づき、居宅サービス計画

の原案を作成します。その内容について、利用者及び家族に説

明し、文書による同意を得ます。 

居宅サービス事業者との連

絡調整 

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供できるよう、

事業者との連絡調整を行います。 

情報提供 利用者が居住する地域のサービス内容、利用料等の情報を適正

に提供します。 

サービス実施状況の把握 少なくとも月 1回、利用者の居宅を訪問して面接するとともに、

ひと月に 1 回は居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）の結果を記録します。 

給付管理 居宅サービス計画作成後、その内容に基づいてサービス利用

表・提供表による給付管理を行います。 
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７． 介護支援専門員の交代 

（１）担当介護支援専門員の変更を希望する場合は、ご連絡ください。 

（２）事業者の都合により担当介護支援専門員を交代する場合は、事前に連絡します。 

８． 居宅介護支援の利用料金 

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付され、利用者の負担はありません｡ 

ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に

応じた料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します｡このサービス提供証

明書を該当市町村の窓口に提出しますと後日払い戻しを受けられる場合があります｡ 

内 容 金 額 説    明 

サービス 

利用料 

介護度１・２          15,569円 

介護度 3・4・5         19,160円 

特定事業所加算Ⅲ（3,569 円）を

含む。 

 

加算項目 初回加算            3,315 円

入院時情報連携加算Ⅰ      2,762円 

入院時情報連携加算Ⅱ      2,210円 

退院・退所加算Ⅰイ、Ⅱイ、Ⅰロ、Ⅱロ、

Ⅲ 

(金額は※退院退所加算詳細を参照。)  

緊急時等居宅カンファレンス加算 

  2,210円 

ターミナルケアマネジメント加算 

                     4,420円 

通院時情報連携加算       552円 

※退院退所加算詳細 

カンファレンスなしの場合 

・退院退所(Ⅰ)イ 4,972円 

・退院退所(Ⅱ)イ 6,630円 

カンファレンスありの場合 

・退院退所(Ⅰ)ロ 6,630円 

・退院退所(Ⅱ)ロ 8,287円 

・退院退所(Ⅲ)  9,945円 

※ローマ数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは退院に

向けての病院と連携した回数を

表しています。カタカナはカンフ

ァレンスをしない場合がイ、行っ

た場合がロとなります。 

交通費 無料 サービス提供地域以外は、実費を

ご負担いただきます。 

※ 地域区分（３級地）1 単位：１１．０５円（端数切捨て）で計算しています。 

 

９．相談窓口・苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします｡ 

窓口担当者 古嶋 允博 

窓口開設時間 9時～17時 30分 

電話番号 ０５２－８００－２９４１ 

ＦＡＸ番号 ０５２－８０２－２７１０ 



4 

（２）公的機関窓口 

公的機関名 電話番号 

天白区役所 福祉課 介護保険担当 ０５２－８０７－３８９７ 

緑区役所 福祉課 介護保険担当 ０５２－６２５－３９６４ 

緑区役所 徳重支所 区民福祉課 福祉係 ０５２－８７５－２２０７ 

名古屋市 市役所 介護保険課 指導担当 ０５２－９５９－３０８７ 

愛知県国民健康保険団体連合会 ０５２－９７１－４１６５ 

 

１０．事故発生時の対応        

（１）家族、主治医などへ連絡を迅速に行い、適切な対応をします。 

（２）事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体または財産に損害を及ぼした場

合にはその損害を賠償します。 

（３）コープあいち福祉事業では、(株)アイアンドアイの生協福祉事業に関する総合保障制度

に加入しています。 

 

１１．秘密保持（契約書第１０条参照） 

（１）事業者、居宅介護支援専門員、及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命・身体などに

危険がある場合などの正当な理由無く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

後も同様です｡ 

（２）あらかじめ利用者の書面による同意を得た場合は、前項の規定に関わらず、事業者は、

介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービ

ス等を円滑に、効果的に実施する為に行なうサービス担当者会議等において、必要最低

限の利用者及びその家族状況等の個人情報を使用します。 

（３）第 1項の規程にかかわらず、事業者は高齢者虐待防止法に定める通報をなすことができ

るものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

１２．第三者評価の実施状況 

  当事業所の提供するサービスの第三者評価はありません。 

 

１３．虐待の防止 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  管理者 古嶋 允博 
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（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知徹底 

   を行います。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）虐待防止のための指針を整備し従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を

実施しています。 

 

１４．身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の周知徹底を図

ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備すると共に、従業者に対し、研修を実施します。 

 

１５．カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があった際には、

サービス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１） 大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊厳や人格を傷

つけるような行為） 

（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストー

カー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為。 

 

１５．その他重要事項 

（１）当事業所におきまして、利用者の心身の状態やおかれている環境、医療等の状況に変化

がないか再度確認をし、こうした状況に変化がある場合は、居宅サービス計画を変更

いたします。直接、居宅サービス事業所との相談による変更はお控えください。 

（２）居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業所に依頼することはお控えくださる
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ようお願いいたします。 

（３）従業者に対する贈り物や飲食のもてなしはご遠慮させていただきます。 

（４）入院時には退院に向けた医療との連携の為に、入院先の病院に対して担当する居宅介護

支援事業所名、担当ケアマネジャーの氏名を伝えてください。 

（５）南海トラフ巨大地震への対応、新型コロナ同様の感染症の発生に備え、事業継続、再開

が早期に行えるように事業継続計画（BCP）計画を策定しています。 

（６）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、当事業所のケアプランの訪問介

護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況の説明を行います。 

① 前６か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福

祉用具貸与の利用割合は次の通りです。 

訪問介護  40.8% 

通所介護 43.7% 

地域密着型通所介護  19.0% 

福祉用具貸与 78.3% 

② 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の各サービスの、同一事業者によって提供された割合の上位は次の通りで

す。 

訪問介護 

 

コープあいち福祉サ 

ービス天白 

25.7% 

訪問介護事業所楽人 

 

23.7% 

あんしんネットワー

ク 

12.4% 

通所介護 

 

デイサービス楽人・

土原 

20.8% 

ツクイ名古屋天白 

 

11.2% 

デイサービスセンター大

根 ・松岡健遊館 島田

店 

8.8% 

地域密着型通所介護 

 

おかげ庵梅が丘 

 

21.0% 

笑皆の風 

 

10.1% 

デイサービス笑皆の風アロ

ハ ・ベンタスリハビリデイ

サービス天白 

6.7% 

福祉用具貸与 

 

コープあいち福祉用

具・名古屋 

36.9% 

福祉用具さぽーと援 

 

10.8% 

株式会社フロンティ

ア名古屋南営業所 

7.6% 

１６．介護サービス情報公表について 

 「介護サービス情報公表制度」により事業所の基本データとサービス提供の現状が閲覧でき

ることになりました。下記のホームページより閲覧ください。 

 

 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/   

介護サービス情報公表システム 

 

検索 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=1ZKr82VV3iiwUxRhUsTeAPSHHuFTG0rSdpG395wPC9LOWoP4Ku8REfow_1OYGfQl2tZDcrtW0E6IZhG51_bg9yz5wvsdf3NHTtIaGuFcN_BdPkMx8.5OB2rmwI0BDmPPnDo6rTaL5neiw21bhsrEjuxdT8QbHwtsRqXNl.KXS8eHul83.NYJnT.Or.XnR7jD76ertOJpC8AIfQ--/_ylt=A3xTpn7KKipTIUYBJ6mDTwx.;_ylu=X3oDMTBtNHJhZXRnBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=11i5mkp8g/EXP=1395373194/**http%3A/www.kaigokensaku.jp/23/
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居宅介護支援 重要事項説明書 
  

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令 38 号 4 条に基づいて、当事業所があ

なたに説明すべき事項は、次のとおりです｡ 

 

１． 利用対象の事業所概要 

事業所名称 コープあいち福祉サービス本山居宅 

所在地 愛知県名古屋市千種区稲舟通１－３９生協生活文化会館内 

指定事業所番号 ２３７０１０００７１ 

電話番号 ０５２－７４６－８３０２ 

ＦＡＸ ０５２－７８１－８８３３ 

管理者氏名 柴田 啓子  

担当介護支援専門員  

サービス提供地域 名古屋市千種区、中区 

 

２． 生活協同組合コープあいちの概要 

名称 生活協同組合コープあいち 

代表者名 代表理事 理事長  森 政広 

法人種別 消費生活協同組合 

主たる事務所 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀 25 番地の 1 

電話番号（代表） ０５２－７０３－１５０１ 

１.  事業所の職員体制等 （２０２４年 9月 1日現在） 

職種 人員 勤務形態 業務 

管理者 1人 常勤（介護支援専門員を兼務） 業務の統括管理 

介護支援専門員 8人 常勤 7名（うち 1名非常勤） ケアマネジメント業務 

事務員 １人 非常勤 事務 

４. 営業日・営業時間 

営業日 月曜日から土曜日（日曜日休み） 

但し 12月 29日～1月 3日までを除く 

営業時間 午前 9時から午後 5時 30分まで 

営業時間外の対応 営業時間外の利用者・家族からの緊急の相談に対して 24時間対応する体

制を確保しております。 

営業時間外の相談は事業所の電話番号までおかけください。 
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５. 事業の目的・運営方針 

事業の目的 要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、支援することを目的とします。 

運営方針 (１) 利用者の心身の状況、置かれている環境に応じた適切な保健・医療・福祉

サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるよう配慮します。 

(２) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提

供されるサービスが偏らないよう、公正中立に行ないます｡ 

(３) 事業の実施に当り、行政や他の指定居宅介護サービス事業者、介護保険施

設との連携を図り、保健・医療・福祉の視点に立ち、総合的なサービス提供が

できるよう配慮します｡ 

(４) 要介護状態の軽減、悪化の防止、医療サービスとの連携に充分配慮します｡ 

(５) 自ら提供する指定居宅介護支援サービスの質の評価を行ない、常に改善を

図るよう努めます。 

(６) ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹

介を求めることが可能です。また、当該事業所をケアプランに位置付けた理由

を求めることが可能です。 

６. 提供するサービス内容 

種類 内容 

申請援助 
利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定の申請に

必要な協力を行います。 

居宅サービス計画の作成 

利用者及び家族の要望と課題分析に基づき、居宅サービス計画

の原案を作成します。その内容について、利用者及び家族に説

明し、文書による同意を得ます。 

居宅サービス事業者との連

絡調整 

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供できるよう、

事業者との連絡調整を行います。 

情報提供 
利用者が居住する地域のサービス内容、利用料等の情報を適正

に提供します。 

サービス実施状況の把握 

少なくとも月 1回、利用者の居宅を訪問して面接するとともに、

ひと月に 1 回は居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）の結果を記録します。 

給付管理 
居宅サービス計画作成後、その内容に基づいてサービス利用

表・提供表による給付管理を行います。 

７. 介護支援専門員の交代 

（１）担当介護支援専門員の変更を希望する場合は、ご連絡ください。 

（８） 事業者の都合により担当介護支援専門員を交代する場合は、事前に連絡します。 
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８. 居宅介護支援の利用料金 

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付され、利用者の負担はありません｡ 

ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に

応じた料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します｡このサービス提供証

明書を該当市町村の窓口に提出しますと後日払い戻しを受けられる場合があります｡ 

内 容 金 額 説    明 

サービス 

利用料 

特定事業所加算Ⅰ(要介護 3 以上に利用

者の比率が 40％以上)の場合 

介護度 １・２      17,735円 

介護度 3・4・5     21,326円 

特定事業所加算Ⅱ(要介護 3 以上に利用

者の比率が 40％以下)の場合 

介護度 １・２      16,652円 

介護度 3・4・5     20,243円 

サービス利用料には①居宅介護支

援費、②特定事業所加算が含まれ

ています。 

特定事業所加算は利用者人数の変

動によりⅠ⇒Ⅱ、Ⅱ⇒Ⅰで変更に

なる事があります。 

 

※退院退所加算詳細 

カンファレンスなしの場合 

・退院退所Ⅰ1  4,972円 

・退院退所Ⅱ1  6,630円 

カンファレンスありの場合 

・退院退所Ⅰ2  6,630円 

・退院退所Ⅱ2  8,287円 

・退院退所Ⅲ   9,945円 

※ローマ数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは退院に向け

ての病院と連携した回数を表してい

ます。（例：Ⅱ＝２回連携） 

加算項目 初回加算            3,315円

入院時情報連携加算Ⅰ      2,762円 

入院時情報連携加算Ⅱ      2,210円 

退院・退所加算Ⅰ1、Ⅱ1、Ⅰ2、Ⅱ2、

Ⅲ 

(金額は※退院退所加算詳細を参照。)  

緊急時等居宅カンファレンス加算 

  2,210円 

ターミナルケアマネジメント加算 

                     4,420円 

通院時情報連携加算     552円 

交通費 無料 サービス提供地域以外は、実費を

ご負担いただきます。 

※ 地域区分（３級地）1 単位：１１．０５円（端数切捨て） 

９． 相談窓口・苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします｡ 

窓口担当者 柴田 啓子 

窓口開設時間 ９時～17時 30分 

電話番号 ０５２-７４６－８３０２ 

ＦＡＸ番号 ０５２-７８１－８８３３ 
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（２）公的機関窓口 

公的機関名 電話番号 

愛知県国民健康保険団体連合会 ０５２-９７１－４１６５ 

名古屋市 市役所 介護保険課 ０５２-９５９－３０８７ 

千種区 区役所 福祉課 ０５２-７５３－１８４８ 

中区 区役所 福祉課 ０５２-２６５－２３２４ 

  

 

１０．事故発生時の対応        

（１）家族、主治医などへ連絡を迅速に行い、適切な対応をします。                   

（２）事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体または財産に損害を及ぼした場

合にはその損害を賠償します。 

（３）コープあいち福祉事業では、（株）アイアンドアイの生協福祉事業に関する総合保障制

度に加入しています。 

 

１１．秘密保持（契約書第１０条参照） 

（１）事業者、居宅介護支援専門員、及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命・身体などに

危険がある場合などの正当な理由無く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

後も同様です｡ 

（２）あらかじめ利用者の書面による同意を得た場合は、前項の規定に関わらず、事業者は、

介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービ

ス等を円滑に、効果的に実施する為に行なうサービス担当者会議等において、必要最低

限の利用者及びその家族状況等の個人情報を使用します。 

（３）第 1項の規程にかかわらず、事業者は高齢者虐待防止法に定める通報をなすことができ

るものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

１２.第三者評価の実施状況 

  当事業所の提供するサービスの第三者評価はありません。 

 

１３.虐待の防止 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等の為に、次に掲げるとおり必要な措置を

講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

     虐待防止に関する責任者 管理者 柴田 啓子 
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（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知徹底 

   を行います。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）虐待防止のための指針を整備し従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を

実施しています。 

 

１４.身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において利用者の生命又は身体の保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態度及び時間、その際の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の周知徹底を図

ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備すると共に、従業者に対し、研修を実施します。 

 

１５．カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があった際には、

サービス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１）大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊厳や人格を傷

つけるような行為） 

（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストー

カー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為。 

 

 

１６.その他重要事項 

（１）当事業所におきまして、利用者の心身の状態やおかれている環境、医療等の状況に変化

がないか再度確認をし、こうした状況に変化がある場合は、居宅サービス計画を変更い

たします。直接、居宅サービス事業所との相談による変更はお控えください。 
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（２）居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業所に依頼することはお控えくださる

ようお願いいたします。 

（３）従業者に対する贈り物や飲食のもてなしはご遠慮させていただきます。 

（４）入院時には退院に向けた医療との連携の為に、入院先の病院に対して担当する居宅介護

支援事業所名、担当ケアマネジャーの氏名を伝えていただくようお願いいたします。 

（５）南海トラフ巨大地震への対応、新型コロナ同様の感染症の発生に備え、事業継続、再開

が早期に行えるように事業継続計画（BCP）計画を策定しています。 

（６）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、当事業所のケアプランの訪問介

護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況の説明を行います。 

① 前６か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福

祉用具貸与の利用割合は次の通りです。 

訪問介護  ４４．１％ 

通所介護  ３９．９％ 

地域密着型通所介護  ２３．４％ 

福祉用具貸与  ６１．０％ 

 

②前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福

祉用具貸与の各サービスの、同一事業者によって提供された割合の上位 3位は次の通りです。 

訪問介護 福祉サービス本山 50.7％ あんしんネットワーク 5.7％ ケアーズふくろう 4.4％ 

通所介護 リハスクエア覚王山 20.3％ フィットネスわかば 10.2％ サンサンリゾート新 8.6％ 

地域密着型通所介護 デイサービス千種 37.0％ デイサービス橋本 15.1％ あいじゅリハビリ 7.9％ 
 

福祉用具貸与 コープ福祉用具 66.1％ 近鉄スマイル（株）5.9％ （株）ヤマシタ千種 3.7％ 

 

１７．介護サービス情報公表について 

 「介護サービス情報公表制度」により事業所の基本データとサービス提供の現状が閲覧でき

ることになりました。下記のホームページより閲覧ください。 

 

 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/   

介護サービス情報公表システム 検索 
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居宅介護支援 重要事項説明書 
  

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令 38 号「指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準」第 4条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき事項は、次の

とおりです｡ 

 

１． 利用対象の事業所概要 

事業所名称 コープあいち福祉サービス安城 

所在地 愛知県安城市大役田３４＾１９ 

指定事業所番号 ２３７２１００３４２ 

電話番号 ０５６6－95－5321 

ＦＡＸ ０５６6－99－1170 

管理者氏名  竹尾 晃史 

担当介護支援専門員  

サービス提供地域 安城市、西尾市 碧南市 知立市 刈谷市 

 

２． 生活協同組合コープあいちの概要 

名称 生活協同組合コープあいち 

代表者名 代表理事 理事長  森 政広 

法人種別 消費生活協同組合 

主たる事務所 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀 25 番地の 1 

電話番号（代表） ０５２－７０３－１５０１ 

 

３． 事業所の職員体制等 （２０２４年９月１日現在） 

職種 人員 勤務形態 業務 

管理者 1人 常勤（介護支援専門員を兼務） 業務の統括管理 

介護支援専門員 4人 （うち 1名管理者と兼務） ケアマネジメント業務 

 

４． 営業日・営業時間 

営業日 月曜日から土曜日（日曜日休み） 

但し 12月 29日～1月 3日までを除く 

営業時間 午前 9時から午後 5時 30分まで 

備考 24時間電話対応 
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５． 事業の目的・運営方針 

事業の目

的 

要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、支援することを目的とします。 

運営方針 (１) 利用者の心身の状況、置かれている環境に応じた適切な保健・医療・福祉

サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるよう配慮します。 

(２) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提

供されるサービスが偏らないよう、公正中立に行ないます｡ 

(３) 事業の実施に当り、行政や他の指定居宅介護サービス事業者、介護保険施   

設との連携を図り、保健・医療・福祉の視点に立ち、総合的なサービス提供が

できるよう配慮します｡ 

(４) 要介護状態の軽減、悪化の防止、医療サービスとの連携に充分配慮します｡ 

（５）自ら提供する指定居宅介護支援サービスの質の評価を行ない、常に改善を図

るよう努めます。 

（６） ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、利用者から事業者

に対して複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また、当該事業所を

ケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。 

６． 提供するサービス内容 

種類 内容 

申請援助 
利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定の申請に

必要な協力を行います。 

居宅サービス計画の作成 

利用者及び家族の要望と課題分析に基づき、居宅サービス計画

の原案を作成します。その内容について、利用者及び家族に説

明し、文書による同意を得ます。 

居宅サービス事業者との連

絡調整 

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供できるよう、

事業者との連絡調整を行います。 

情報提供 
利用者が居住する地域のサービス内容、利用料等の情報を適正

に提供します。 

サービス実施状況の把握 

少なくとも月 1回、利用者の居宅を訪問して面接するとともに、

ひと月に 1 回は居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）の結果を記録します。 

給付管理 
居宅サービス計画作成後、その内容に基づいてサービス利用

表・提供表による給付管理を行います。 

７． 介護支援専門員の交代 

（１）担当介護支援専門員の変更を希望する場合は、ご連絡ください。 

（２）事業者の都合により担当介護支援専門員を交代する場合は、事前に連絡します。 
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８． 居宅介護支援の利用料金 

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付され、利用者の負担はありません｡ 

ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に

応じた料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します｡このサービス提供証

明書を該当市町村の窓口に提出しますと後日払い戻しを受けられる場合があります｡ 

内 容 金 額 説    明 

サービス 

利用料 

 

介護度 １・２       14,681円 

介護度３・４・５    15,702円 

サービス利用料には①居宅介護支

援費、②特定事業所加算が含まれ

ています。 

※退院退所加算詳細 

カンファレンスなしの場合 

・退院退所Ⅰ1  4,689円 

・退院退所Ⅱ1  6,252円 

カンファレンスありの場合 

・退院退所Ⅰ2  6,252円 

・退院退所Ⅱ2  7,815円 

・退院退所Ⅲ   9,378円 

※ローマ数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは退院に向け

ての病院と連携した回数を表してい

ます。（例：Ⅱ＝２回連携） 

加算項目 初回加算            3,126円

入院時情報連携加算Ⅰ      2,605円 

入院時情報連携加算Ⅱ      2,084円 

退院・退所加算Ⅰ1、Ⅱ1、Ⅰ2、Ⅱ2、Ⅲ 

(金額は※退院退所加算詳細を参照。)  

緊急時等居宅カンファレンス加算 

  2,084円 

ターミナルケアマネジメント加算 

                       4,168円 

通院時情報連携加算       521円 

交通費 無料 サービス提供地域以外は、実費を

ご負担いただきます。 

※ 上記金額は所定の単位数に地域区分（６級地）1 単位：10.42 円（端数切捨て）で計算しています。 

 

９．相談窓口・苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします｡ 

窓口担当者 竹尾 晃史 

窓口開設時間 ９時～17時 30分 以降は転送対応 

電話番号 ０５６６-９５－５３２１ 

ＦＡＸ番号 ０５６６-９９-１１７０ 

（２）公的機関窓口 

公的機関名 電話番号 

愛知県国民健康保険団体連合会 ０５２-９７１－４１６５ 

安城市 介護保険相談窓口 高齢福祉課 ０５６６－７１－２２９０ 
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西尾市 介護保険相談窓口 長寿課 ０５６３－５６－２１１１ 

刈谷市 介護保険相談窓口 福祉健康部長寿課 ０５６６-６２-１０１３ 

碧南市 介護保険相談窓口 高齢介護課 ０５６６-４１-３３１１ 

知立市 介護保険相談窓口 長寿介護課 ０５６６-８３-１１１１ 

 

１０．事故発生時の対応        

（１）家族、主治医などへ連絡を迅速に行い、適切な対応をします。                   

（２）事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体または財産に損害を及ぼした場

合にはその損害を賠償します。 

（３）コープあいち福祉事業では、（株）アイアンドアイの生協福祉事業に関する総合保障制

度に加入しています。 

 

１１．秘密保持（契約書第１０条参照） 

（１）事業者、居宅介護支援専門員、及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命・身体などに

危険がある場合などの正当な理由無く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

後も同様です｡ 

（２）あらかじめ利用者の書面による同意を得た場合は、前項の規定に関わらず、事業者は、

介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービ

ス等を円滑に、効果的に実施する為に行なうサービス担当者会議等において、必要最低

限の利用者及びその家族状況等の個人情報を使用します。 

（３）第 1項の規程にかかわらず、事業者は高齢者虐待防止法に定める通報をなすことができ

るものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

１２．第三者評価の実施状況 

  当事業所の提供するサービスの第三者評価はありません。 

 

１３．虐待の防止 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  管理者  竹尾 晃史 

（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知徹底 

   を行います。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 
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（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）虐待防止のための指針を整備し従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を

実施しています。 

 

１４．身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の周知徹底を図

ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備すると共に、従業者に対し、研修を実施します。 

 

１５．カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があった際には、

サービス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１）大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊厳や人格を傷

つけるような行為） 

（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストー

カー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為。 

 

１６．その他重要事項 

（１）当事業所におきまして、利用者の心身の状態やおかれている環境、医療等の状況に変化

がないか再度確認をし、こうした状況に変化がある場合は、居宅サービス計画を変更い

たします。直接、居宅サービス事業所との相談による変更はお控えください。 

（２）居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業所に依頼することはお控えくださる

ようお願いいたします。 

（３）従業者に対する贈り物や飲食のもてなしはご遠慮させていただきます。 
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（４）入院時には退院に向けた医療との連携の為に、入院先の病院に対して担当する居宅介護

支援事業所名、担当ケアマネジャーの氏名を伝えていただくようお願いいたします。 

（５）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、当事業所のケアプランの訪問介

護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況の説明を行います。 

（６）南海トラフ巨大地震への対応、新型コロナ同様の感染症の発生に備え、事業継続、再開

が早期に行えるように事業継続計画（BCP）計画を策定しています。 

① 前６か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福

祉用具貸与の利用割合は次の通りです。 

訪問介護 ３５．５ ％ 

通所介護 ５５．０ ％ 

地域密着型通所介護 ９．0％  

福祉用具貸与 ７４．７ ％ 

② 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の各サービスの、同一事業者によって提供された割合の上位 3 位は次の通り

です。 

訪問介護 ・コープあいち 

福祉サービス安城  

４９．８％ 

・ちあいヘルパーケア 

８．４％ 

・ヘルパーステーション 

小川の里 

８．０％ 

通所介護 ・デイサービスセンタ

ー小川の里 

１２．４％ 

・アクティブケア咲の

樹 

１０．６％ 

デイサービス月の輝き 

１０．３% 

地域密着型通所介護 ・ケアセンターうらら 

２７．０％ 

・デイサービスアルク

オーレ安城横山 

２３．８％ 

 

・デイサービスさくら  

１５．９％ 

福祉用具貸与 ・コープあいち 

福祉用具・岡崎 

２6．６％ 

・東海エイド安城 

２０．４％ 

・かいごやさん安城店 

１８．３％ 

                                                   (令和６年８月末日現在) 

１６．介護サービス情報公表について 

 「介護サービス情報公表制度」により事業所の基本データとサービス提供の現状が閲覧でき

ることになりました。下記のホームページより閲覧ください。 

 

 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/   

 
介護サービス情報公表システム 

 

検索 
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居宅介護支援 重要事項説明書 
  

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令 38 号「指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準」第 4条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき事項は、次の

とおりです｡ 

 

１． 利用対象の事業所概要 

事業所名称 コープあいち福祉サービス名東居宅 

所在地 愛知県名古屋市名東区香南二丁目 1302番地 

指定事業所番号 ２３７１５０１２３６ 

電話番号 ０５２－７６０－５０６６ 

ＦＡＸ ０５２－７７１－９７６６ 

管理者氏名 米丸 佳代  

担当介護支援専門員  

サービス提供地域 名古屋市名東区、守山区 

 

２． 生活協同組合コープあいちの概要 

名称 生活協同組合コープあいち 

代表者名 代表理事 理事長  森 政広 

法人種別 消費生活協同組合 

主たる事務所 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀 25 番地の 1 

電話番号（代表） ０５２－７０３－１５０１ 

 

３． 事業所の職員体制等 （２０２３年１０月１日現在） 

職種 人員 勤務形態 業務 

管理者 1人 常勤（介護支援専門員を兼務） 業務の統括管理 

介護支援専門員 ７人以上 （うち 1名管理者と兼務） ケアマネジメント業務 

 

４． 営業日・営業時間 

営業日 月曜日から土曜日（日曜日休み） 

但し 12月 29日～1月 3日までを除く 

営業時間 午前 9時から午後 5時 30分まで 

備考 24時間電話対応 
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５． 事業の目的・運営方針 

事業の目

的 

要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、支援することを目的とします。 

運営方針 (１) 利用者の心身の状況、置かれている環境に応じた適切な保健・医療・福祉

サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるよう配慮します。 

(２) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提

供されるサービスが偏らないよう、公正中立に行ないます｡ 

(３) 事業の実施に当り、行政や他の指定居宅介護サービス事業者、介護保険施   

設との連携を図り、保健・医療・福祉の視点に立ち、総合的なサービス提供が

できるよう配慮します｡ 

(４) 要介護状態の軽減、悪化の防止、医療サービスとの連携に充分配慮します｡ 

（５）自ら提供する指定居宅介護支援サービスの質の評価を行ない、常に改善を図

るよう努めます。 

（６） ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、利用者から事業者

に対して複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また、当該事業所を

ケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。 

６． 提供するサービス内容 

種類 内容 

申請援助 
利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定の申請に

必要な協力を行います。 

居宅サービス計画の作成 

利用者及び家族の要望と課題分析に基づき、居宅サービス計画

の原案を作成します。その内容について、利用者及び家族に説

明し、文書による同意を得ます。 

居宅サービス事業者との連

絡調整 

居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供できるよう、

事業者との連絡調整を行います。 

情報提供 
利用者が居住する地域のサービス内容、利用料等の情報を適正

に提供します。 

サービス実施状況の把握 

少なくとも月 1回、利用者の居宅を訪問して面接するとともに、

ひと月に 1 回は居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）の結果を記録します。 

給付管理 
居宅サービス計画作成後、その内容に基づいてサービス利用

表・提供表による給付管理を行います。 

７． 介護支援専門員の交代 

（１）担当介護支援専門員の変更を希望する場合は、ご連絡ください。 

（２）事業者の都合により担当介護支援専門員を交代する場合は、事前に連絡します。 
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８． 居宅介護支援の利用料金 

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付され、利用者の負担はありません｡ 

ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に

応じた料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します｡このサービス提供証

明書を該当市町村の窓口に提出しますと後日払い戻しを受けられる場合があります｡ 

内 容 金 額 説    明 

サービス 

利用料 

 

特定事業所加算Ⅰ(要介護 3 以上に利用

者の比率が 40％以上)の場合 

介護度 １・２      17,735円 

介護度 3・4・5     21,326円 

特定事業所加算Ⅱ(要介護 3 以上に利用

者の比率が 40％以下)の場合 

介護度 １・２      16,652円 

介護度 3・4・5     20,243円 

サービス利用料には①居宅介護支

援費、②特定事業所加算が含まれ

ています。 

特定事業所加算は利用者人数の変

動によりⅠ⇒Ⅱ、Ⅱ⇒Ⅰで変更に

なる事があります。 

 

※退院退所加算詳細 

カンファレンスなしの場合 

・退院退所Ⅰ1  4,972円 

・退院退所Ⅱ1  6,630円 

カンファレンスありの場合 

・退院退所Ⅰ2  6,630円 

・退院退所Ⅱ2  8,287円 

・退院退所Ⅲ   9,945円 

※ローマ数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは退院に向け

ての病院と連携した回数を表してい

ます。（例：Ⅱ＝２回連携） 

加算項目 初回加算            3,315円

入院時情報連携加算Ⅰ      2,762円 

入院時情報連携加算Ⅱ      2,210円 

退院・退所加算Ⅰ1、Ⅱ1、Ⅰ2、Ⅱ2、Ⅲ 

(金額は※退院退所加算詳細を参照。)  

緊急時等居宅カンファレンス加算 

  2,210円 

ターミナルケアマネジメント加算 

                       4,420円 

通院時情報連携加算       552円 

交通費 無料 サービス提供地域以外は、実費を

ご負担いただきます。 

※ 上記金額は所定の単位数に地域区分（３級地）1単位：１１．０５円（端数切捨て）で計算しています。 

 

９．相談窓口・苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします｡ 

窓口担当者 米丸 佳代 

窓口開設時間 ９時～17時 30分 

電話番号 ０５２-７６０－５０６６ 

ＦＡＸ番号 ０５２-７７１－９７６６ 

（２）公的機関窓口 
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公的機関名 電話番号 

愛知県国民健康保険団体連合会 ０５２-９７１－４１６５ 

名古屋市介護保険課 指導担当 ０５２-９５９-３０８７ 

名東区 区役所 福祉課 ０５２-７７８－３０９７ 

守山区 区役所 福祉課 ０５２-７９６－４６０３ 

  

 

１０．事故発生時の対応        

（１）家族、主治医などへ連絡を迅速に行い、適切な対応をします。                   

（２）事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体または財産に損害を及ぼした場

合にはその損害を賠償します。 

（３）コープあいち福祉事業では、（株）アイアンドアイの生協福祉事業に関する総合保障制

度に加入しています。 

 

１１．秘密保持（契約書第１０条参照） 

（１）事業者、居宅介護支援専門員、及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族に関する秘密について、利用者や第三者の生命・身体などに

危険がある場合などの正当な理由無く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

後も同様です｡ 

（２）あらかじめ利用者の書面による同意を得た場合は、前項の規定に関わらず、事業者は、

介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービ

ス等を円滑に、効果的に実施する為に行なうサービス担当者会議等において、必要最低

限の利用者及びその家族状況等の個人情報を使用します。 

（３）第 1項の規程にかかわらず、事業者は高齢者虐待防止法に定める通報をなすことができ

るものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

１２．第三者評価の実施状況 

  当事業所の提供するサービスの第三者評価はありません。 

 

１３．虐待の防止 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  管理者 米丸 佳代 

（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知徹底 
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   を行います。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）虐待防止のための指針を整備し従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を

実施しています。 

 

１４．身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の周知徹底を図

ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備すると共に、従業者に対し、研修を実施します。 

 

１５．カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があった際には、

サービス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１）大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊厳や人格を傷

つけるような行為） 

（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストー

カー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為。 

 

１６．その他重要事項 

（１）当事業所におきまして、利用者の心身の状態やおかれている環境、医療等の状況に変化

がないか再度確認をし、こうした状況に変化がある場合は、居宅サービス計画を変更い

たします。直接、居宅サービス事業所との相談による変更はお控えください。 

（２）居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業所に依頼することはお控えくださる
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ようお願いいたします。 

（３）従業者に対する贈り物や飲食のもてなしはご遠慮させていただきます。 

（４）入院時には退院に向けた医療との連携の為に、入院先の病院に対して担当する居宅介護

支援事業所名、担当ケアマネジャーの氏名を伝えていただくようお願いいたします。 

（５）南海トラフ巨大地震への対応、新型コロナ同様の感染症の発生に備え、事業継続、再開

が早期に行えるように事業継続計画（BCP）計画を策定しています。 

（６）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、当事業所のケアプランの訪問介

護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況の説明を行います。 

① 前６か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福

祉用具貸与の利用割合は次の通りです。 

訪問介護 ５３.７ ％ 

通所介護 ４０.０ ％ 

地域密着型通所介護 １６.５ ％  

福祉用具貸与 ６９.５ ％ 

② 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の各サービスの、同一事業者によって提供された割合の上位 3 位は次の通り

です。 

訪問介護 ・コープあいち 

福祉サービス名東  

６１.６％ 

・あんしんネットワー

ク 

９.１％ 

・ヘルパーステーションア

リス 

５.９％ 

通所介護 ・ヒューマンライフケ

ア本郷の湯 

７.８％ 

・デイサービスセンタ

ーアクティブしらゆり

もりやま ７.６％ 

ツクイ名古屋平和が丘 

７.３% 

地域密着型通所介護 ・悠遊ハウス名東引山 

 

１７.０％ 

・デイサービスあおき

さん家香流 

１６.４％ 

・JStep プラスα  

 

１２.１％ 

福祉用具貸与 ・コープあいち 

福祉用具名古屋 

７２.１％ 

・メディケア守山 

 

７.５％ 

・株式会社ニシワキ 

 

５.１％ 

 

１６．介護サービス情報公表について 

 「介護サービス情報公表制度」により事業所の基本データとサービス提供の現状が閲覧でき

ることになりました。下記のホームページより閲覧ください。 

 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/   

介護サービス情報公表システム 検索 


